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条 例 

 

 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和３年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１号 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 
第１条 江東区事務手数料条例（昭和３３年３月

江東区条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第４に次のように加える。 

９７ 農林水

産物及び食

品の輸出の

促進に関す

る法律（令

和元年法律

第５７号）

第１５条第

２項の規定

に基づく輸

出 証 明 書

（農林水産

物及び食品

の輸出の促

進に関する

法律施行規

則（令和２

年財務省・

厚 生 労 働

省・農林水

産省令第１

号）第４条

第１号の衛

生証明書に

係るものに

限る。）の発

行 

輸 出

証 明

書 の

発 行

手 数

料 

１ 件につ

き 

８７０円 

発 行

申 請

の と

き 

９８ 農林水

産物及び食

品の輸出の

促進に関す

る法律第１

７条第２項

の規定に基

づく適合施

設の認定の

申請に対す

る審査 

適 合

施 設

の 認

定 申

請 手

数料 

 

 

 

 

１ 件につ

き 

２０，９０

０円（書類

審 査のみ

で 認定を

行 う場合

に あって

は、１０，

４００円） 

認 定

申 請

の と

き 
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別表第７の１の部(1)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メー

トル以内のもの 

２６，０００

円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メ

ートル以内のもの 

１６，０００

円 

 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え、２，０００平

方メートル以内のもの 

２６，０００

円 

 

」 

に改め、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え、

２，０００平方メートル

以内のもの 

２６，０００

円 

 

」 

 を 
「 建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え、

１，０００平方メートル

以内のもの 

１６，０００

円 

建築物の延べ面積が１，

０００平方メートルを超

え、２，０００平方メー

トル以内のもの 

２６，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款イの項中 

「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１８０，０

００円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

１３８，０

００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１８０，０

００円 

 

」 

に、 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メー

トル以内のもの 

３８４，０

００円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

３００，００

０円 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

３８４，００

０円 

 

 

 

 

」 

に改め、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が３００

平方メートルを超え、２，

０００平方メートル以内の

もの 

３８４，０

００円 

 

」 

 を 
「 建築物の延べ面積が３００

平方メートルを超え、１，

０００平方メートル以内の

もの 

３００，０

００円 

建築物の延べ面積が１，０

００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以

内のもの 

３８４，０

００円 

 

」 

に改め、同表２の部(1)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超

え、２，０００平方メート

ル以内のもの 

１８，００

０円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超

え、１，０００平方メート

ル以内のもの 

１１，００

０円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを

超え、２，０００平方メー

トル以内のもの 

１８，００

０円 

 

」 

に改め、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が３００

平方メートルを超え、２，

０００平方メートル以内の

もの 

１８，００

０円 

 

」 

 を 
「 建築物の延べ面積が３００

平方メートルを超え、１，

０００平方メートル以内の

もの 

１１，００

０円 

建築物の延べ面積が１，０

００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以

内のもの 

１８，００

０円 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超

え、２，０００平方メート

ル以内のもの 

９６，００

０円 

 

」 

 を 
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「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メ

ートル以内のもの 

７２，０００

円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え、２，０００平

方メートル以内のもの 

９６，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に、 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１９８，００

０円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メ

ートル以内のもの 

１５４，００

０円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え、２，０００平

方メートル以内のもの 

１９８，００

０円 

 

」 

に改め、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え、

２，０００平方メートル

以内のもの 

１９８，００

０円 

 

」 

 を 
「 建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え、

１，０００平方メートル

以内のもの 

１５４，００

０円 

建築物の延べ面積が１，

０００平方メートルを超

え、２，０００平方メー

トル以内のもの 

１９８，００

０円 

 

」 

に改める。 

別表第８の１の部(1)の項中 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

２７，１００

円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１６，７００

円 

 

当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

２７，１００

円 

 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の項中「及び省令第１０条第１

号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷（以下この

表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」とい

う。）の算出に用いるべきものとして国土交通大

臣が定める建築物」を削り、「以下この表（５の

項を除く。）」を「２の項、５の項及び６の項」

に、 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１４５，７０

０円 

 

」 

 を 

「 当該部分の床面積の合

計が合計が 

１１０，７０

０円 

当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１４５，７０

０円 

 

 

 

 

」 

に改め、「及び屋内周囲空間の年間熱負荷」を削

り、 

「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

３６７，１０

０円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

２８４，４０

０円 

当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３６７，１０

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同表２の部(1)の項中 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１９，１００

円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１１，８００

円 

当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１９，１００

円 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の項中 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１０２，１０

０円 

 

」 

 を 
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「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メート

ル未満のもの 

７７，６００

円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１０２，１０

０円 

 

」 

に、 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満のもの 

２５７，１０

０円 

 

 

 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１９９，２０

０円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

２５７，１０

０円 

 

」 

に改め、同表３の項中「第３０条第１項」を「第

３５条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３

５条第２項」に改め、同表３の部(1)の項中「第

３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」

に、同部(1)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満のもの 

２７，１００

円 

 

」 

 を 

「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１６，７００

円 

 

 

 当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

２７，１００

円 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款イの項中「モデル建物法」

の次に「（一次エネルギー消費量の算出に用いる

べき標準的な建築物及び省令第１０条第１号イ

(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷（以下この表に

おいて「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。）

の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が

定める建築物を用いて評価する方法をいう。４

の項において同じ。）」を加え、 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満のもの 

１４５，７０

０円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１１０，７０

０円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１４５，７０

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、「標準入力法等」の次に「（実際の設計

仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費

量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価

する方法をいう。４の項において同じ。）」を加

え、 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

３６７，１０

０円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

２８４，４０

０円 

当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３６７，１０

０円 

 

」 

に改め、同表４の項中「第３１条第１項」を「第

３６条第１項」に、「第３１条第２項」を「第３

６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第３５

条第２項」に改め、同表４の部(1)の項中「第３

０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に

改め、同部(1)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１９，１００

円 

 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１１，８００

円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１９，１００

円 

 

」 

に改め、同部(2)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１０２，１０

０円 

 

」 

 を 
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「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル

未満のもの 

７７，６０

０円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

１０２，１

００円 

 

」 

に、 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満のもの 

２５７，１

００円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル

未満のもの 

１９９，２

００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

２５７，１

００円 

 

」 

に改め、同表５の項中「第３６条第１項」を「第

４１条第１項」に改め、同表５の部(1)の款イの

項中 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満のもの 

２７，１０

０円 

 

」 

 を 

「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未

満のもの 

１６，７０

０円 

 

 

 当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満のもの 

２７，１０

０円 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款イの項中「（一次エネルギ

ー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を

用いて評価する方法をいう。）」を削り、 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満のもの 

１４５，７

００円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未

満のもの 

１１０，７

００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以

１４５，７

００円 」 

上２，０００平方メートル

未満のもの 
 

に改め、「（実際の設計仕様の条件を基に算定し

た一次エネルギー消費量を用いて評価する方法

をいう。）」を削り、 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満のもの 

３６７，１

００円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未

満のもの 

２８４，４

００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満のもの 

３６７，１

００円 

 

」 

に改め、同表６の部(1)の項中 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満のもの 

１９，１０

０円 

 

 

 

 

」 

 を 

「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１１，８０

０円 

 

 

 当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

１９，１０

０円 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の項中 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

１０２，１

００円 

 

」 

 を 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

７７，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

１０２，１

００円 

 

」 

に、 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満のもの 

２５７，１

００円 

 

」 
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 を 
「 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未

満のもの 

１９９，２

００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満のもの 

２５７，１

００円 

 

」 

に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ 省令第１条第１項第１号ただし書に

規定する国土交通大臣がエネルギー消

費性能を適切に評価できる方法と認め

る方法によって非住宅部分が備えるべ

きエネルギー消費性能を有することが

確かめられた場合における建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定手数料、建

築物エネルギー消費性能確保計画の変

更に係る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料、建築物エネルギー消

費性能基準に適合している旨の認定申

請手数料又は建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更が軽微な変更に該当

していることの証明手数料の額は、そ

れぞれ別表第８の１の部(2)の項、２の

部(2)の項、５の部(2)の款イの項(ｲ)の

ⅱ又は６の部(2)の項に掲げる標準入

力法等による場合とみなして算出した

額とする。 

２ 省令第１条第１項第１号ただし書に

規定する国土交通大臣がエネルギー消

費性能を適切に評価できる方法と認め

る方法によって非住宅部分が備えるべ

きエネルギー消費性能を有することが

確かめられ、かつ、省令第１０条第１

号ただし書に規定する国土交通大臣が

エネルギー消費性能を適切に評価でき

る方法と認める方法によって非住宅部

分が建築物のエネルギー消費性能の向

上の一層の促進のために誘導すべきエ

ネルギー消費性能を有することが確か

められた場合における建築物エネルギ

ー消費性能向上計画認定申請手数料又

は建築物エネルギー消費性能向上計画

変更認定申請手数料（以下この表にお

いて「向上計画認定申請手数料等」と

いう。）の額は、それぞれ別表第８の３

の部(2)の款イの項(ｲ)のⅱ又は４の部

(2)の款イの項(ｲ)のⅱに掲げる標準入

力法等による場合とみなして算出した

額とする。 

３ 建築物エネルギー消費性能向上計画

に建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第３４条第３項各号に掲

げる事項が記載されている場合の他の

建築物（同項に規定する他の建築物を

いう。以下この表において同じ。）にお

ける建築物エネルギー消費性能適合性

判定手数料について、当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定及び当

該他の建築物における建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定を同様の評価の

方法により行う場合の手数料の額は、

別表第８の１の部(1)の項の規定によ

り算出した額とする。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画

に建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第３４条第３項各号に掲

げる事項が記載されている場合の当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の

変更に係る他の建築物における建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更に

係る建築物エネルギー消費性能適合性

判定手数料について、当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定及び当

該他の建築物における建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定を同様の評価の

方法により行った場合の手数料の額は、

別表第８の２の部(1)の項の規定によ

り算出した額とする。 

５ 建築物エネルギー消費性能適合性判

定手数料、建築物エネルギー消費性能

確保計画の変更に係る建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定手数料又は建築

物エネルギー消費性能確保計画の変更

が軽微な変更に該当していることの証

明手数料（以下この表において「適合

性判定手数料等」という。）の算出にお

いて、複合建築物（住宅部分と非住宅

部分とを含む建築物をいう。）の共用部

分は、居住者以外の者のみが利用する

部分の床面積の合計が居住者のみが利

用する部分の床面積の合計より大きく

なる場合には、非住宅部分として取り

扱う。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上
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に関する法律施行令（平成２８年政令

第８号）第４条第１項に規定する内部

に間仕切壁又は戸を有しない階又はそ

の一部であって、その床面積に対する

常時外気に開放された開口部の面積の

合計の割合が２０分の１以上であるも

のに該当する部分を有する建築物の適

合性判定手数料等の額は、当該部分を

含む非住宅部分の床面積の合計により

算出した額とする。 

７ 非住宅部分の一部に工場等の用途を

含む一の建築物の適合性判定手数料等

の額は、非住宅部分の用途が工場等の

みの場合以外の非住宅部分の場合によ

り算出した額とする。 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第１１条第１項に規定す

る特定建築行為に該当する増築又は改

築（同法附則第３条第１項の規定が適

用される特定増改築を除く。）を行う場

合の適合性判定手数料等の額は、当該

増築又は改築に係る部分の床面積の合

計に応じて算出した額とする。 

９ 建築物エネルギー消費性能向上計画

に建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第３４条第３項各号に掲

げる事項が記載されている場合の建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の額は、申請建築物（同項に

規定する申請建築物をいう。）の部分に

係る額及び他の建築物の部分に係る額

を合算した額とする。 

１０ 建築物エネルギー消費性能向上計

画に建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第３４条第３項各号に

掲げる事項が記載されている場合の建

築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の額は、当該建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変更を行

う建築物の部分に係る額を合算した額

とする。ただし、当該変更において、

他の建築物として同項各号に掲げる事

項を新たに記載する場合の当該他の建

築物の部分に係る額は、別表第８の３

の項の規定により算出した額とする。 

１１ 向上計画認定申請手数料等につい

て、一の建築物の申請の場合の手数料

の額は、住宅部分の額及び非住宅部分

の額を合算した額とする。ただし、住

宅部分又は非住宅部分が存在しない場

合は、当該部分の額は合算しない。 

１２ 向上計画認定申請手数料等につい

て、同一の建築物において住戸ごとの

申請と一の建築物の申請を同時にする

場合の手数料の額は、一の建築物の申

請の場合により算出した額とする。 

１３ 向上計画認定申請手数料等につい

て、住宅部分及び非住宅部分を有する

建築物の非住宅部分のみを申請する場

合の手数料の額は、当該非住宅部分の

床面積の合計を一の建築物の申請の場

合における非住宅部分の床面積の合計

とみなして算出した額とする。 

１４ 向上計画認定申請手数料等又は建

築物エネルギー消費性能基準に適合し

ている旨の認定申請手数料（性能基準

又はフロア入力法による場合に限る。）

について、共同住宅の一の建築物の申

請の場合の手数料の額は、住戸部分の

額に共用部分の額を加算した額とする。

ただし、共用部分が存在しない場合又

は共用部分を除く場合は、当該共用部

分の額は加算しない。 

１５ 建築物エネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定申請手数料（仕

様基準による場合に限る。）について、

共同住宅の一の建築物の申請の場合の

手数料の額は、共用部分の額を加算し

ないものとする。 

１６ 建築物エネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定申請手数料の額

は、住宅部分の額及び非住宅部分の額

を合算した額とする。ただし、住宅部

分又は非住宅部分が存在しない場合は、

当該部分の額は合算しない。 
第２条 江東区事務手数料条例の一部を次のよう

に改正する。 

別表第４の１０の項中「第５２条第１項」を

「第５５条第１項」に改め、同表１１の項から

４１の項までを次のように改める。 
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１１ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく調理の機能を有

する自動販売機により食品を調

理し、調理された食品を販売す

る営業の許可の申請に対する審

査（卸売市場外の営業に限る。） 

調理の機能を有する

自動販売機により食

品を調理し、調理さ

れた食品を販売する

営業許可申請手数料 

１件につき 

７，２００円 

 

 

許可申請の

とき 

 

 

調理の機能を有する

自動販売機により食

品を調理し、調理さ

れた食品を販売する

営業許可更新申請手

数料 

１件につき 

５，１００円 
更新申請の

とき 

１２ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく食肉販売業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

食肉販売業許可申請

手数料 

１件につき 

１１，５００円 
許可申請の

とき 

食肉販売業許可更新

申請手数料 

１件につき 

５，７００円 
更新申請の

とき 

１３ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく魚介類販売業の

許可の申請に対する審査（卸売

市場外の 

営業に限る。） 

魚介類販売業許可申

請手数料 

１件につき 

１１，５００円 
許可申請の

とき 

魚介類販売業許可更

新申請手数料 
１件につき 
５，７００円 

更新申請の

とき 

１４ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく魚介類競り売り

営業の許可の申請に対する審査

（卸売市場外の営業に限る。） 

魚介類競り売り営業

許可申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

魚介類競り売り営業

許可更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

 
１５ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく集乳業の許可の

申請に対する審査（卸売市場外

の営業に限る。） 

集乳業許可申請手数

料 

１件につき 

１１，５００円 
許可申請の

とき 

集乳業許可更新申請

手数料 
１件につき 

５，７００円 
更新申請の

とき 

１６ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく乳処理業の許可

の申請に対する審査（卸売市場

外の営業に限る。） 

乳処理業許可申請手

数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

乳処理業許可更新申

請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

１７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく特別牛乳搾取処

理業の許可の申請に対する審査

（卸売市場外の営業に限る。） 

特別牛乳搾取処理業

許可申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

特別牛乳搾取処理業

許可更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 
１８ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく食肉処理業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

食肉処理業許可申請

手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

食肉処理業許可更新

申請手数料 

１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

１９ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく食品の放射線照

射業の許可の申請に対する審査

（卸売市場外の営業に限る。） 

食品の放射線照射業

許可申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

食品の放射線照射業

許可更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 
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２０ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく菓子製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

菓子製造業許可申請

手数料 
１件につき 

１６，８００円 
許可申請の

とき 
菓子製造業許可更新

申請手数料 

１件につき 

８，４００円 
更新申請の

とき 

２１ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づくアイスクリーム

類製造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場外の営業に限

る。） 

アイスクリーム類製

造業許可申請手数料 

１件につき 

１６，８００円 
許可申請の

とき 

アイスクリーム類製

造業許可更新申請手

数料 

１件につき 

８，４００円 
更新申請の

とき 

２２ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく乳製品製造業の

許可の申請に対する審査（卸売

市場外の営業に限る。） 

乳製品製造業許可申

請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

乳製品製造業許可更

新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

２３ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく清涼飲料水製造

業の許可の申請に対する審査

（卸売市場外の営業に限る。） 

清涼飲料水製造業許

可申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

清涼飲料水製造業許

可更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

２４ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく食肉製品製造業

の許可の申請に対する審査（卸

売市場外の営業に限る。） 

食肉製品製造業許可

申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

食肉製品製造業許可

更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

２５ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく水産製品製造業

の許可の申請に対する審査（卸

売市場外の営業に限る。） 

水産製品製造業許可

申請手数料 

１件につき 

２１，６００円 
許可申請の

とき 

水産製品製造業許可

更新申請手数料 
１件につき 

１４，０００円 
更新申請の

とき 

２６ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく氷雪製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

氷雪製造業許可申請

手数料 
１件につき 
２５，２００円 

許可申請の

とき 

氷雪製造業許可更新

申請手数料 

１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

２７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく液卵製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

液卵製造業許可申請

手数料 

１件につき 

１３，２００円 
許可申請の

とき 

液卵製造業許可更新

申請手数料 
１件につき 

７，８００円 
更新申請の

とき 

２８ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく食用油脂製造業

の許可の申請に対する審査（卸

売市場外の営業に限る。） 

食用油脂製造業許可

申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

食用油脂製造業許可

更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

２９ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づくみそ又はしょう

ゆ製造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場外の営業に限

る。） 

みそ又はしょうゆ製

造業許可申請手数料 

１件につき 

１９，２００円 
許可申請の

とき 

みそ又はしょうゆ製

造業許可更新申請手

数料 

１件につき 

９，６００円 

 

更新申請の

とき 
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３０ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく酒類製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

酒類製造業許可申請

手数料 

１件につき 
１９，２００円 

許可申請の

とき 

酒類製造業許可更新

申請手数料 
１件につき 

９，６００円 
更新申請の

とき 

３１ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく豆腐製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

豆腐製造業許可申請

手数料 

１件につき 
１６，８００円 

許可申請の

とき 

豆腐製造業許可更新

申請手数料 
１件につき 

８，４００円 
更新申請の

とき 

３２ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく納豆製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

納豆製造業許可申請

手数料 

１件につき 

１６，８００円 
許可申請の

とき 

納豆製造業許可更新

申請手数料 
１件につき 

８，４００円 
更新申請の

とき 

３３ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく麺類製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

麺類製造業許可申請

手数料 

１件につき 

１６，８００円 
許可申請の

とき 

麺類製造業許可更新

申請手数料 

１件につき 

８，４００円 
更新申請の

とき 

３４ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づくそうざい製造業

の許可の申請に対する審査（卸

売市場外の営業に限る。） 

そうざい製造業許可

申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

そうざい製造業許可

更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 

更新申請の

とき 

３５ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく複合型そうざい

製造業の許可の申請に対する審

査（卸売市場外の営業に限る。） 

複合型そうざい製造

業許可申請手数料 

１件につき 
３５，２００円 

許可申請の

とき 

複合型そうざい製造

業許可更新申請手数

料 

１件につき 

２３，３００円 
更新申請の

とき 

３６ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく冷凍食品製造業

の許可の申請に対する審査（卸

売市場外の営業に限る。） 

冷凍食品製造業許可

申請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

冷凍食品製造業許可

更新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

３７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく複合型冷凍食品

製造業の許可の申請に対する審

査（卸売市場外の営業に限る。） 

複合型冷凍食品製造

業許可申請手数料 

１件につき 

３５，２００円 
許可申請の

とき 

複合型冷凍食品製造

業許可更新申請手数

料 

１件につき 

２３，３００円 

更新申請の

とき 

３８ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく漬物製造業の許

可の申請に対する審査（卸売市

場外の営業に限る。） 

漬物製造業許可申請

手数料 

１件につき 

１３，２００円 
許可申請の

とき 

漬物製造業許可更新

申請手数料 
１件につき 

７，８００円 
更新申請の

とき 

３９ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく密封包装食品製

造業の許可の申請に対する審査

（卸売市場外の営業に限る。） 

密封包装食品製造業

許可申請手数料 

１件につき 

２１，６００円 
許可申請の

とき 

密封包装食品製造業

許可更新申請手数料 
１件につき 

１４，０００円 
更新申請の

とき 

４０ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく食品の小分け業 

食品の小分け業許可

申請手数料 

１件につき 

２１，６００円 
許可申請の

とき 
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の許可の申請に対する審査（卸

売市場外の営業に限る。） 

食品の小分け業許可

更新申請手数料 

１件につき 

１４，０００円 
更新申請の

とき 

４１ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３５条

の規定に基づく添加物製造業の

許可の申請に対する審査（卸売

市場外の営業に限る。） 

添加物製造業許可申

請手数料 

１件につき 

２５，２００円 
許可申請の

とき 

添加物製造業許可更

新申請手数料 
１件につき 

１２，６００円 
更新申請の

とき 

別表第４中４２の項から４５の項までを削り、

４６の項を４２の項とし、４７の項から９８の

項までを４項ずつ繰り上げる。 

第３条 江東区事務手数料条例の一部を次のよう

に改正する。 

別表第４の６８の項中「第１２条第２項」を

「第１２条第４項」に改め、同表７０の項中「第

１３条第３項」を「第１３条第４項」に改め、

同表７２の項中「第１４条第９項」を「第１４

条第１５項」に改め、同表７６の項中「第３９

条第４項」を「第３９条第６項」に改め、同表

７７の項中「第１条の５」を「第２条の３」に

改め、同表７８の項中「第１条の６」を「第２

条の４」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中、第１条の規定は令和３年４月１

日から、第２条の規定は同年６月１日から、第

３条の規定は同年８月１日から施行する。 

２ この条例中、第２条の規定の施行の際現に食

品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年

法律第４６号。以下「改正法」という。）による

改正前の食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）（以下「旧法」という。）第５２条の許可を

受けて次表に掲げる営業を行っている者が当該

許可に係る旧法第５２条第３項の有効期間の満

了に当たって行う改正法による改正後の食品衛

生法（以下「新法」という。）第５５条第１項に

基づく許可申請に対するこの条例による改正後

の江東区事務手数料条例別表第４の規定につい

ては、同表中の手数料額を次表のように読み替

える。 

旧法における

許可業種 

新法における許可

業種 

本則

中の 

手数

料額 

読み

替え

る手

数料

額 

飲 食 店 営 業

（移動飲食店

営業、臨時飲

食店営業又は

自動販売機に

よるものを除 

飲食店営業（移動

飲食店営業又は臨

時飲食店営業によ

るものを除く。） 

１

８，

３０

０円 

８，

９０

０円 

く。） そうざい製造業 ２

５，

２０

０円 

８，

９０

０円 

飲 食 店 営 業

（移動飲食店

営業又は臨時

飲食店営業に

限る。） 

飲食店営業（移動

飲食店営業又は臨

時飲食店営業に限

る。） 

５，

６０

０円 

２，

７０

０円 

飲 食 店 営 業

（自動販売機

によるものに

限る。） 

調理の機能を有す

る自動販売機によ

り食品を調理し、

調理された食品を

販売する営業 

７，

２０

０円 

５，

１０

０円 

喫 茶 店 営 業

（自動販売機

によるものを

除く。） 

飲食店営業（移動

飲食店営業又は臨

時飲食店営業によ

るものを除く。） 

１

８，

３０

０円 

５，

７０

０円 

喫 茶 店 営 業

（自動販売機

によるものに

限る。） 

調理の機能を有す

る自動販売機によ

り食品を調理し、

調理された食品を

販売する営業 

７，

２０

０円 

５，

１０

０円 

菓 子 製 造 業

（移動菓子製

造業又は臨時

菓子製造業を

除く。） 

飲食店営業（移動

飲食店営業又は臨

時飲食店営業によ

るものを除く。） 

１

８，

３０

０円 

８，

４０

０円 

菓子製造業 １

６，

８０

０円 

８，

４０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

８，

４０

０円 

菓 子 製 造 業

（移動菓子製

造業又は臨時

菓子製造業に

限る。） 

飲食店営業（移動

飲食店営業又は臨

時飲食店営業に限

る。） 

５，

６０

０円 

２，

７０

０円 

あん類製造業 菓子製造業 １

６， 

８，

４０ 

  ８０

０円 

０円 

 食品の小分け業 ２

１， 

８，

４０ 
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  ６０

０円 

０円 

アイスクリー

ム類製造業 

 

 

飲食店営業（移動

飲食店営業又は臨

時飲食店営業によ

るものを除く。） 

１

８，

３０

０円 

８，

４０

０円 

 

 アイスクリーム類

製造業 

１

６，

８０

０円 

８，

４０

０円 

乳処理業 乳処理業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

特別牛乳搾取

処理業 

特別牛乳搾取処理

業 

２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

乳製品製造業 乳製品製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

集乳業 集乳業 １

１，

５０

０円 

５，

７０

０円 

食肉処理業 食肉処理業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

食 肉 販 売 業

（自動販売機

によるものを

除く。） 

食肉販売業 １

１，

５０

０円 

５，

７０

０円 

食肉製品製造

業 

食肉製品製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

 食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

魚介類販売業 飲食店営業 １

８，

３０ 

５，

７０

０円 

  ０円  

 飲食店営業 １

８，

３０

０円 

５，

７０

０円 

魚介類販売業 １

１，

５０

０円 

５，

７０

０円 

魚介類競り売

り営業 

魚介類競り売り営

業 

２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

魚肉練り製品

製造業 

水産製品製造業 ２

１，

６０

０円 

９，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

９，

６０

０円 

食品の冷凍又

は冷蔵業 

冷凍食品製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

食品の放射線

照射業 

食品の放射線照射

業 

２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

清涼飲料水製

造業 

清涼飲料水製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

乳酸菌飲料製

造業 

乳処理業 ２

５，

２０

０円 

８，

４０

０円 

乳製品製造業 ２

５，

２０

０円 

８，

４０

０円 

 清涼飲料水製造業 ２

５，

２０

０円 

８，

４０

０円 

氷雪製造業 氷雪製造業 ２

５，

２０ 

１

２，

６０ 

  ０円 ０円 

食用油脂製造 食用油脂製造業 ２ １
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業 ５，

２０

０円 

２，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

マーガリン又

はショートニ

ング製造業 

食用油脂製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

みそ製造業 みそ又はしょうゆ

製造業 

１

９，

２０

０円 

９，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

９，

６０

０円 

しょうゆ製造

業 

みそ又はしょうゆ

製造業 

１

９，

２０

０円 

９，

６０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

９，

６０

０円 

ソース類製造

業 

密封包装食品製造

業 

２

１，

６０

０円 

９，

６０

０円 

酒類製造業 酒類製造業 １

９，

２０

０円 

９，

６０

０円 

豆腐製造業 

 

豆腐製造業 １

６，

８０

０円 

８，

４０

０円 

 食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

８，

４０

０円 

納豆製造業 納豆製造業 １

６，

８０

０円 

８，

４０

０円 

 食品の小分け業 ２ ８， 

 １，

６０

０円 

４０

０円 

麺類製造業 麺類製造業 １

６，

８０

０円 

８，

４０

０円 

食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

８，

４０

０円 

そうざい製造

業 

そうざい製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

 食品の小分け業 ２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

缶詰又は瓶詰

食品製造業 

密封包装食品製造

業 

２

１，

６０

０円 

１

２，

６０

０円 

添加物製造業 添加物製造業 ２

５，

２０

０円 

１

２，

６０

０円 

３ この条例中、第２条の規定の施行の際現に食

品製造業等取締条例を廃止する条例（令和２年

東京都条例第７１号）による廃止前の食品製造

業等取締条例（昭和２８年東京都条例第１１１

号。以下「旧条例」という。）第７条の許可を

受けて次表に掲げる営業を行っている者が令和

６年５月３１日までに当該許可に係る営業を継

続するために行う新法第５５条第１項に基づく

許可申請に対するこの条例による改正後の江東

区事務手数料条例別表第４の規定については、

同表中の手数料額を次表のように読み替える。 

旧条例に

おける許

可業種 

新法にお

ける許可

業種 

本則中の

手数料額 

読み替え

る手数料

額 

つけ物製

造業 

漬物製造

業 

１３，２０

０円 

７，８００

円 

食品の小

分け業 

２１，６０

０円 

７，８００

円 

そう菜半

製品等製

造業 

そうざい

製造業 

２５，２０

０円 

７，８００

円 

食品の小

分け業 

２１，６０

０円 

７，８００

円 

調味料等

製造業 

密封包装

食品製造

業 

２１，６０

０円 

７，８００

円 
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魚介類加

工業 

水産製品

製造業 

２１，６０

０円 

７，８００

円 

 食品の小

分け業 

２１，６０

０円 

７，８００

円 

液卵製造

業 

液卵製造

業 

１３，２０

０円 

７，８００

円 

                    

江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例を公布する。 

令和３年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２号 

江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例 

江東区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成

１０年３月江東区条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第３項中「新型コロナウイルス感染症を指

定感染症として定める等の政令（令和２年政令第

１１号）第１条に規定する新型コロナウイルス感

染症をいう」を「病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限

る。）であるものに限る」に改める。 
附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例に

よる改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する

条例の規定は、令和３年２月１３日から適用する。 

                    

江東区営運動場条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和３年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第３号 

江東区営運動場条例の一部を改正する条例 

江東区営運動場条例（昭和４３年７月江東区条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「別表第４」の次に「及び別表

第５」を加える。 

別表第２に次のように加える。 

潮 見 野 球

場・潮見庭

球場駐車場 

１月４日～１月３

１日 

午前７時３０

分～午後４時

３０分 

２月１日～３月３

１日 

午前７時３０

分～午後５時

３０分 

４月１日～４月１

４日 

午前７時３０

分～午後６時 

  ３０分 

 ４月１５日～１０

月２０日 

午前７時３０

分～午後９時

３０分 

１０月２１日～１

０月３１日 

午前７時３０

分～午後５時

３０分 

１１月１日～１２

月２８日 

午前７時３０

分～午後４時

３０分 

新砂運動場

駐車場 

 

 

 

 

 

１月４日～１月３

１日 

午前７時３０

分～午後４時

３０分 

２月１日～２月末

日 

午前７時３０

分～午後５時

３０分 

３月１日～１１月

３０日 

午前７時３０

分～午後９時

３０分 

 １２月１日～１２

月２８日 

午前７時３０

分～午後４時

３０分 

別表第４の次に次の１表を加える。 

別表第５（第９条関係） 

施設 単位 利用料金 

潮見野球場・潮見庭球

場駐車場 

１台２０分 １００円 

新砂運動場駐車場 

備考 

１ 駐車場を利用できる自動車（二輪のもの

を除く。）は、道路運送車両法（昭和２６年

法律第１８５号）第３条及び道路運送車両

法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）

第２条に定める普通自動車、小型自動車、

大型特殊自動車及び軽自動車とする。 

２ 駐車場の利用に際し、最初の３０分間は

無料とする。 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

                    

江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和３年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第４号 

   江東区立児童遊園条例の一部を改正する条

例 

 江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表同北砂四丁目第二児童遊園の項の次に次の

ように加える。 

同  北砂四丁目第 同  北砂四丁目３ 
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三児童遊園 ４番４号 

   附 則 

 この条例は、令和３年３月１８日から施行する。 

                    

江東区地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第５号 

   江東区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例（平成１０年１２月江東区条例第５

３号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の見出し中「さく」を「柵」に改める。 

別表第１に次のように加える。 

北 砂

三 ・

四・五

丁目地

区地区

計画 

北 砂

三 ・

四・五

丁目地

区地区

整備計

画 

都市計画法第２０条第１項の

規定により告示された東京都

市計画地区計画北砂三・四・

五丁目地区地区計画（令和２

年１１月江東区告示第３１２

号）のうち、地区整備計画が

定められた区域 

別表第２地区整備計画の名称の項中「さく」を

「柵」に改め、同表に次のように加える。 
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北 砂

三 ・

四・五

丁目地

区地区

整備計

画 

住 宅

地区 

風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律第

２条第６項各号に

掲げる店舗型性風

俗特殊営業の用に

供する建築物 

    ６０平方メートル。ただ

し、次の各号のいずれか

に該当する場合は、この

限りでない。 

１ 巡査派出所、公衆便

所その他これらに類

するもので、区長が公

益上必要であると認

めた建築物の敷地と

して使用することと

なる土地 

２ 本地区計画の都市

計画決定の告示日（次

号において「告示日」

という。）において、

現に建築物の敷地と

して使用されている

土地 

３ 告示日において、現

に存する所有権その

他の権利に基づいて

建築物の敷地として

使用することとなる

土地 

４ 都市計画法第４条

第１４項に規定する

公共施設（地区施設を

含む。）の整備により

面積が減少する土地 

５ 前号に規定する公

共施設の整備に伴い

代替地として譲渡さ

れた土地 

     道路に面し

て設ける垣

又は柵の構

造は、生け垣

又はフェン

スとし、コン

クリートブ

ロック造、補

強コンクリ

ートブロッ

ク造、石造、

レンガ造そ

の他これら

に類する構

造としては

ならない。た

だし、地盤面

から高さ０．

６メートル

以下の部分、

門柱及び門

扉にあって

は、この限り

でない。 

商 店

街 地

区 

        

住 商

複 合

地区 

        

幹 線

道 路

沿 道

地区 

        

複 合

住 宅

地区 

次に掲げる用途の

建築物 

１ 風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第２条第

６項各号に掲げ

る店舗型性風俗

特殊営業の用に

供するもの 

２  マージャン

屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投

票券発売所及び

場外車券売場 

        

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区介護保険条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第６号 

江東区介護保険条例の一部を改正する条例 

 江東区介護保険条例（平成１２年３月江東区条

例第６２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項各号列記以外の部分中「平成３０

年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に改め、同項第１号中「３万２，

４００円」を「３万４，８００円」に改め、同項

第２号中「４万２，１２０円」を「４万５，２４

０円」に改め、同項第３号中「４万５，３６０円」

を「４万８，７２０円」に改め、同項第４号中「５

万５，０８０円」を「５万９，１６０円」に改め、

同項第５号中「６万４，８００円」を「６万９，

６００円」に改め、同項第６号中「７万４，５２

０円」を「８万４０円」に改め、同号ア中「第３

５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を、「得た額」の次に「とし、当該合計所得金額が

零を下回る場合には、零」を加え、「この項におい

て」を削り、同項第７号中「８万４，２４０円」
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を「９万４８０円」に改め、同項第８号中「１０

万６，９２０円」を「１１万４，８４０円」に改

め、同項第９号中「１１万３，４００円」を「１

２万１，８００円」に改め、同項第１０号中「１

３万２，８４０円」を「１４万２，６８０円」に

改め、同項第１１号中「１３万６，０８０円」を

「１４万６，１６０円」に改め、同項第１２号中

「１６万２，０００円」を「１７万４，０００円」

に改め、同項第１３号中「１８万１，４４０円」

を「１９万４，８８０円」に改め、同項第１４号

中「１８万７，９２０円」を「２０万１，８４０

円」に改め、同項第１５号中「１９万４，４００

円」を「２０万８，８００円」に改め、同項第１

６号中「２０万８８０円」を「２１万５，７６０

円」に改め、同条第２項中「令和２年度」を「令

和３年度から令和５年度までの各年度」に、「１万

９，４４０円」を「２万８８０円」に改め、同条

第３項中「令和２年度」を「令和３年度から令和

５年度までの各年度」に、「１万９，４４０円」を

「２万８８０円」に、「２万５，９２０円」を「２

万７，８４０円」に改め、同条第４項中「令和２

年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年

度」に、「１万９，４４０円」を「２万８８０円」

に、「４万２，１２０円」を「４万５，２４０円」

に改める。 

附則に次の１条を加える。 
（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算

定に関する基準の特例） 
第１０条 第１号被保険者のうち、令和２年の合

計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得が含まれている者の令和３年度における保

険料率の算定についての第６条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号

ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第

１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「租税

特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得の合計額については、同法第

２８条第２項の規定によって計算した金額及び

同法第３５条第２項第１号の規定によって計算

した金額の合計額から１０万円を控除して得た

額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）

によるものとし、租税特別措置法」とする。 
２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率

の算定について準用する。この場合において、

同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と

読み替えるものとする。 
３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料

率の算定について準用する。この場合において、

同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と

読み替えるものとする。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後の江東区介護保険条例

第６条の規定は、令和３年度以後の年度分の保

険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保

険料については、なお従前の例による。 

                    

江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正

する条例を公布する。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第７号 

江東区指定地域密着型サービス等の事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成２５年

３月江東区条例第２６号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第５号中「（第８条に規定するものを除

く。）」を削る。 

第８条を削り、第９条を第８条とする。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

                    

江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第８号 

江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例 

江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営の基準に関する条例（平成３０年３月江東区条

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

目次中 
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「第４章 基準該当居宅介護支援に関する基 

準（第３３条）             」 

を 

「第４章 基準該当居宅介護支援に関する基 

準（第３３条） 

第５章 雑則（第３４条）        」 

に改める。 

第３条に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の

擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援を提供するに当たっては、法第１１８条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

第７条第２項中「できること」の次に「、前６

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、

通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）が

それぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が

占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置

付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の

指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サー

ビス事業者によって提供されたものが占める割

合」を加える。 

第１６条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ

電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者又はその家族（以下

この号において「利用者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）」

を加え、同条中第３０号を第３１号とし、第２１

号から第２９号までを１号ずつ繰り下げ、第２０

号の次に次の１号を加える。 

(21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅

介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた指定居宅サービス

等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護

サービス費、地域密着型介護サービス費及び

特例地域密着型介護サービス費（以下この号

において「サービス費」という。）の総額が法

第４３条第２項に規定する居宅介護サービス

費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪

問介護に係る居宅介護サービス費がサービス

費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定め

る基準に該当する場合であって、かつ、市町

村からの求めがあった場合には、当該指定居

宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用

の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に

訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、

当該居宅サービス計画を市町村に届け出なけ

ればならない。 

第２１条中第６号を第７号とし、第５号の次に

次の１号を加える。 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２２条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅

介護支援の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背

景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染

症又は非常災害の発生時において、利用者に対

する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員

に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継

続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該

指定居宅介護支援事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護支援専門員に周知徹底を図るこ
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と。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介

護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

第２５条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

第３０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待

の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待

の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、介護支援専門員に周知徹底

を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介

護支援専門員に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 

第４章の次に次の１章を加える。 

第５章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第１０条（第３３条において準用

する場合を含む。）及び第１６条第２８号（第３

３条において準用する場合を含む。）並びに次項

に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支

援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

ただし、第１６条第２０号の次に１号を加える

改正規定は、令和３年１０月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、この条例による改正後の江東区指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に

関する条例（以下「新条例」という。）第３条第

５項及び第３０条の２（新条例第３３条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、これらの規定中「講じなければ」とあるの

は「講じるように努めなければ」とし、新条例

第２１条（新条例第３３条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、新条例第

２１条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止

のための措置に関する事項に関する規程を定め

ておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事

項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のため

の措置に関する事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、新条例第２２条の２（新条例第３３

条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、新条例第２２条の２中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、「行うものとする」とある

のは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に

係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、新条例第２４条の２（新条例第３３

条において準用する場合を含む。）の規定の適用
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については、新条例第２４条の２中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

とする。 

                    

江東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を公布する。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第９号 

江東区指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

江東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成２６年１２月江東区条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

目次中 

「第５章 基準該当介護予防支援に関する基 

準（第３６条）              」 

を 

「第５章 基準該当介護予防支援に関する基 

準（第３６条） 

第６章 雑則（第３７条）         」 

に改める。 

第３条に次の２項を加える。 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の

擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援を提供するに当たっては、法第１１８条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

第２１条中第６号を第７号とし、第５号の次に

次の１号を加える。 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２２条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護

予防支援の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背

景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染

症又は非常災害の発生時において、利用者に対

する指定介護予防支援の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければなら

ない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継

続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該

指定介護予防支援事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、担当職員に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担

当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実施する

こと。 

第２５条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

第３０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３０条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待

の発生又はその再発を防止するため、次の各号
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に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待

の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、担当職員に周知徹底を図る

こと。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担

当職員に対し、虐待の防止のための研修を定

期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 

第３４条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし、利用者又はその家族（以下この号に

おいて「利用者等」という。）が参加する場合にあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当該利

用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第５章の次に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３７条 指定介護予防支援事業者及び指定介護

予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第１１条（第３６条において準用

する場合を含む。）及び第３４条第２６号（第３

６条において準用する場合を含む。）並びに次項

に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支

援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、この条例による改正後の江東区指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例（以

下「新条例」という。）第３条第５項及び第３０

条の２（新条例第３６条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、これらの規

定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう

に努めなければ」とし、新条例第２１条（新条

例第３６条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、新条例第２１条中「、次

に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に

関する事項に関する規程を定めておくよう努め

るとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは

「重要事項（虐待の防止のための措置に関する

事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、新条例第２２条の２（新条例第３６

条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、新条例第２２条の２中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、「行うものとする」とある

のは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に

係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、新条例第２４条の２（新条例第３６

条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、新条例第２４条の２中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

とする。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１０号 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

江東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月江
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東区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項中「第３５条の２第１項」の次

に「、第３５条の３第１項」を加える。 

 第１５条の４第１号中「１００分の７．１４」

を「１００分の７．１３」に、「１００分の５８」

を「１００分の６０」に改め、同条第２号中「３

万９，９００円」を「３万８，８００円」に、「１

００分の４２」を「１００分の４０」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．２９」

を「１００分の２．４１」に改め、同条第２号中

「１万２，９００円」を「１万３，２００円」に

改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．９８」

を「１００分の２．３７」に、「１００分の５５」

を「１００分の５７」に改め、同条第２号中「１

万５，６００円」を「１万７，０００円」に、「１

００分の４５」を「１００分の４３」に改める。 

第１９条の２第１号中「第３１４条の２第２項

に規定する金額」を「第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号において「世帯主等」という。）のう

ち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第３項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える

者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢

６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１

１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以下この号、

次号及び第３号において「給与所得者等の数」と

いう。）が２以上の場合にあっては、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加えた金額）」に改め、同号ア中

「２万７，９３０円」を「２万７，１６０円」に

改め、同号イ中「９，０３０円」を「９，２４０

円」に改め、同号ウ中「１万９２０円」を「１万

１，９００円」に改め、同条第２号中「第３１４

条の２第２項に規定する金額」を「第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額

をいう。次号において同じ。）」に改め、同号ア

中「１万９，９５０円」を「１万９，４００円」

に改め、同号イ中「６，４５０円」を「６，６０

０円」に改め、同号ウ中「７，８００円」を「８，

５００円」に改め、同条第３号中「第３１４条の

２第２項に規定する」を「第３１４条の２第２項

第１号に定める」に改め、同号ア中「７，９８０

円」を「７，７６０円」に改め、同号イ中「２，

５８０円」を「２，６４０円」に改め、同号ウ中

「３，１２０円」を「３，４００円」に改める。 

付則第３条中「地方税法」と」の次に、「、「１

１０万円」とあるのは「１２５万円」と」を加え

る。 

付則第８条第１項中「新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第

１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感

染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。」

を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１

月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報告され

たものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。」

に改める。 
  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行し、

この条例による改正後の江東区国民健康保険条

例（以下「新条例」という。）付則第８条第１項

の規定は、令和３年２月１３日から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例第１５条、第１５条の４、第１５条の

１２、第１６条の４、第１９条の２及び付則第３

条の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和２年度以前の年度分の保険料

については、なお従前の例による。 

                    

江東区特別区税条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和３年３月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１１号 

江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区

条例第４８号）の一部を次のように改正する。 
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第３７条の５第１号及び第２号中「同条第４項」

の次に「又は第５項」を加える。 

付則第５条の３中「同条第４項」の次に「又は

第５項」を加え、「令和３年３月３１日」を「令和

３年１２月３１日」に改める。 

付則第５条の３の２第２項中「同条第２項」の

次に「又は第３項」を、「同条第４項」の次に「又

は第５項」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区特別区税条例

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に取得された三輪以上の軽自動車

に対して課すべき軽自動車税の環境性能割につ

いて適用し、施行日前に取得された三輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能

割については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第５９号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和３年３月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６５３９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

居宅介護支援事業所Ｒａｋｕｅ江東 

東京都江東区北砂五丁目１４番５‐１０２  

号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ネクセル 

  千葉県浦安市日の出三丁目３番Ａ‐４０５ 

  号 

  代表取締役 柴田 昌行 

４ 指定年月日 

令和３年３月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第６０号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条の規定に基づき許可した下記の開発行為に関

する工事は完了した。 

令和３年３月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 開発区域

又は工区に

含まれる地

域の名称 

江東区有明二丁目１０７番１、１

０７番２、１０７番３、１０７番

４、１０７番５、１０７番６、１

０７番７、１０７番８、１０７番

９、１０７番１０、１０７番１１、

１０７番１２、１０７番１３、１

０７番１４、１０７番１５、１０

７番１６、１０７番１７、１０７

番１８、１０７番１９のうち、第

６工区部分（全工区完了） 

２ 許可を受

けた者の住

所・氏名 

新宿区西新宿二丁目４番１号 

住友不動産株式会社 

  取締役社長 仁島 浩順 
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◎江東区告示第６５号 

 令和３年３月１５日、江東区議会の議決を経た、

令和２年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和３年３月１５日 

      江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和２年度江東区一般会計補正予算（第８号） 

２ 令和２年度江東区国民健康保険会計補正予算

（第３号） 

３ 令和２年度江東区介護保険会計補正予算（第

２号） 

４ 令和２年度江東区後期高齢者医療会計補正予

算（第２号） 
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令和２年度江東区一般会計補正予算（第８号） 

令和２年度江東区一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 12,811,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 269,790,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。 

（特別区債の補正） 

第２条 特別区債の変更は、「第２表特別区債補正」による。 
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令和２年度江東区国民健康保険会計補正予算（第３号） 

令和２年度江東区国民健康保険会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 1,639,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 48,288,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度江東区介護保険会計補正予算（第２号） 

令和２年度江東区介護保険会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 1,139,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 35,944,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

令和２年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 85,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 10,474,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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◎江東区告示第６８号 

 江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東

区条例第１４号）第２条第２項の規定に基づき、

次の児童遊園を令和３年３月１８日から設置す

る。 

令和３年３月１６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

１ 設置する児童遊園 

名称 位置 

江東区立北砂四丁目

第三児童遊園 

江東区北砂四丁目３

４番４号 

２ 供用開始日 

令和３年３月１８日 

３ 区域及び面積 

別図のとおり 
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〔別図〕 
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◎江東区告示第６９号 

令和元年１０月１日江東区告示第２７０号（特

定子ども・子育て支援施設等の確認について）の

一部を次のように改正する。 

  令和３年３月１６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

別紙の表中「Ｇａｒｄｅｎ Ｇｒｏｗｎ Ｓａ

ｒａｉ」を「サライ木場保育園」に改める。 

                   

◎江東区告示第７１号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第３項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和３年３月１７日 

江東区長 山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                   

◎江東区告示第７２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和３年３月１８日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年３月１８日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整理

番号 
路線名 供用開始の区間 

備

考 

１ 江４９６号 

江東区北砂七丁目１２

番１内から 

江東区北砂七丁目３３

５番２内まで 

な

し 
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◎江東区告示第７４号 

都市計画事業の図書の縦覧について 

令和３年関東地方整備局告示第１３７号に係

る東京都市計画道路事業の事業計画の変更につい

て、国土交通省関東地方整備局長から都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項に

おいて準用する同法第６２条第１項の規定による

図書の写しの送付があったので、同条第２項の規

定により縦覧し、都市計画法施行規則（昭和４４

年建設省令第４９号）第４９条の規定により、縦

覧場所を次のように公告する。 

令和３年３月１９日 

江東区長 山 﨑  孝 明    

記  

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番

２８号 

江東区役所都市整備部都

市計画課 

                    

◎江東区告示第７８号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定取消しをした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和３年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 指定に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 指定の年月日 

令和３年３月２４日 

３ 指定に係る道路の位置 

江東区東砂六丁目５６番１ 

４ 指定に係る道路の延長及び幅員 

取消し 延長３５．３０ｍ 幅員 ７．００  

ｍ 

                    

◎江東区告示第８４号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に基

づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法第

３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第５

８条の１１第１号の規定により下記のとおり告示

する。 

  令和３年３月２９日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

     記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設等の

種類 

梅田 

菜苗 

江東区北砂

四丁目 

令和３年３

月１６日 

認可外保

育施設 

                    

◎江東区告示第８６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和３年３月２９日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年３月２９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整

理

番

号 

路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 江１３９号 

江東区毛利二丁

目１８番８から 

江東区大島二丁

目５７番６先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第８７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和３年３月２９日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年３月２９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整

理

番

号 

路線名 供用開始の区間 備考 

１ 江１３９号 

江東区毛利二丁目１

８番８から 

江東区大島二丁目５

７番６先まで 

なし 
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◎江東区告示第８８号 

 予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）

第４条第１項及び第５条の規定により、令和３年

度定期予防接種について下記のとおり公告する。 

  令和３年３月２９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 対象疾病 

(1) ジフテリア 

(2) 百日せき 

(3) 急性灰白髄炎 

(4) 麻しん 

(5) 風しん 

(6) 日本脳炎 

(7) 破傷風 

(8) 結核 

(9） Ｈｉｂ感染症 

(10) 肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限

る。） 

(11) ヒトパピローマウイルス感染症 

(12) 水痘 

(13) Ｂ型肝炎 

(14) 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限

る。） 

(15) ロタウイルス感染症 

２ 対象者の範囲 

(1) 江東区に居住する者で、予防接種法施行令

第１条第３項に定める定期予防接種の対象者

のうち予防接種を希望するもの 

(2) 他区（江東区を除く２２区）に居住する者

で第１号に該当するもの 

３ 実施の時期 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

で 

４ 場所 

別紙に揚げる実施医療機関（江東区長の要請

に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師

に係る医療機関） 

５ 実施方法 

公益社団法人江東区医師会に委託して個別接

種を実施する。 

６ 接種不適当者及び接種要注意者 

(1) 接種を受けることが適当でない者（接種不

適当者） 

一 当該予防接種に相当する予防接種を受け

たことのある者で当該予防接種を行う必要

がないと認められるもの 

二 明らかな発熱を呈している者 

三 重篤な急性疾患にかかっていることが明

らかな者 

四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分

によってアナフィラキシーを呈したことが

あることが明らかな者 

五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象

者にあっては、妊娠していることが明らか

な者 

六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、

結核その他の疾病の予防接種、外傷等によ

るケロイドの認められる者 

七 Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっ

ては、ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内又は産道

においてＢ型肝炎ウイルスに感染したおそ

れのある者であって、抗ＨＢｓ人免疫グロ

ブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎

ワクチンの投与を受けたことのある者 

八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対

象者にあっては、腸重積症の既往歴のある

ことが明らかな者、先天性消化管障害を有

する者（その治療が完了したものを除く。）

及び重症複合免疫不全症の所見が認められ

る者 

九 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに

限る。）に係る予防接種の対象者にあっては、

当該疾病に係る法第５条第１項の規定によ

る予防接種を受けたことのある者 

十 第二号から第六号まで及び第八号に掲げ

る者のほか、予防接種を行うことが不適当

な状態にある者 

(2) 接種の判断を行うに際し、注意を要する者

（接種要注意者） 

ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、

血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する

者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみら

れた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑

う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及

び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対して

アレルギーを呈するおそれのある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテ

ックス）が含まれている製剤を使用する際

の、ラテックス過敏症のある者 

キ 結核の予防接種にあっては、過去に結核
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患者との長期の接触がある者その他の結核

感染の疑いのある者 

ク ロタウイルス感染症の予防接種にあっては、

活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 
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別紙 定期予防接種医療機関（Ａ類疾病） 

番号 医師の氏名 予防接種を行う主たる場所 
実施する 

予防接種 

1  古谷 雅秀 
江東区清澄３丁目４番１１号２階 

ふるたに医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

2  田中 円 
江東区清澄３丁目６番９号 

清澄内科 
日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

3  又井 一雄 
江東区常盤２丁目１１番１１号 

キヨス医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混 

4  望月 俊男 
江東区高橋１３番２号１階 

望月内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・ロタ・水・麻風・

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

5  大関 泰麿 
江東区森下１丁目５番１０２階 

篠宮クリニック 
水・麻風・日・２混 

6  篠塚 成順 
江東区森下１丁目１６番７号１階 

森下駅前クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

7  星本 相浩 
江東区森下２丁目２０番１２－２０２号 

あおばクリニック 

水・麻風・日・２混・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４ 

8  渡邉 修一郎 
江東区森下２丁目２０番１２号２階 

渡辺こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

9  野木村 一郎 
江東区森下４丁目９番１２号 

野木村医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

10  劉 瑞芹 
江東区平野２丁目１１号５号２階 

平和記念医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

11  土屋 雅彰 
江東区平野３丁目２番１３号１階 

ウェルネス木場公園クリニック 

ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・麻

風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ

４ 

12  名越 廉 
江東区三好３丁目１番３号 

清澄白河こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

13  鈴木 正徳 
江東区三好３丁目８番４号 

東龍堂 鈴木医院 

Ｂ・４混・水・麻風・日・２混・

ＨＰＶ４ 

14  松村 雅幸 
江東区白河３丁目４番３－２０５号 

清澄白河ファミリークリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

15  廣田 有俊 
江東区深川１丁目５番３号 

ひろた医院 
日・２混 

16  日比野 正憲 
江東区深川２丁目１４番１１号 

深川安江クリニック 
水・麻風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

17  城田 夙男 
江東区門前仲町１丁目６番９号 

城田小児科医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

18  松本 順子 
江東区門前仲町１丁目１３番１３号 

より子マタニティ＆レディース門前仲町 
日・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

19  野崎 英樹 
江東区門前仲町２丁目１１番８号 

野崎クリニック 
日 

20  塩入 公保 
江東区富岡１丁目２２番２８号 

金櫻堂医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ 

   Ｖ４ 
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21  岡野 周子 
江東区古石場２丁目１４番１－２０２号 

おかの小児科 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

22  吉田 眞弓 
江東区古石場２丁目１４番１－２０４号 

吉田まゆみ内科 
日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

23  宮坂 隆 
江東区塩浜１丁目４番３号 

みやさか内科医院 
２混 

24  鈴木 宏彰 
江東区塩浜２丁目７番３号 

鈴木病院 
水・麻風・日・２混 

25  佐々木 隼人 
江東区豊洲２丁目２番１号４階 

タムスファミリークリニック豊洲 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

26  寺沢 公仁子 
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

豊洲寺沢クリニック 
麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

27  塚田 佳子 
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

けいこ豊洲こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

28  神津 隆弘 
江東区豊洲３丁目２番３号１階 

神津クリニック 
日 

29  西山 寿子 
江東区豊洲３丁目２番２０号２階 

大手町さくらクリニック in 豊洲 
日 

30  金澤 信彦 
江東区豊洲４丁目２番２号２階 

とよす内科クリニック 
日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

31  稲田 香里 
江東区豊洲４丁目７番１号 

豊洲医院 
日・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

32  竹内 敏雄 
江東区豊洲４丁目９番１３号 

たけうちこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

33  土屋 裕 
江東区豊洲４丁目１０番１８号１階 

豊洲はるそらファミリークリニック 

ヒブ・小肺・４混・麻風・日・２

混 

34  笠間 毅 
江東区豊洲５丁目１番３８号 

昭和大学江東豊洲病院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

35  澤井 まゆみ 
江東区豊洲５丁目２番１０号３階 

澤井クリニック 
日・２混 

36  村上 典子 
江東区豊洲５丁目５番２５号１階 

有明こどもクリニック豊洲院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

37  染谷 朋之介 
江東区豊洲５丁目６番２９号 

豊洲小児科醫院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

38  共田 光裕 
江東区豊洲５丁目６番２９号１階 

豊洲ベイサイド内科外科 
日 

39  伊従 秀章 
江東区東雲１丁目９番１０号２階 

いよりこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

40  野末 富男 
江東区東雲１丁目９番１１‐１０２号 

のずえ小児科 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

41  柏木 明 
江東区東雲１丁目９番２１号６街区１階 

かしわぎクリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

42  髙砂 憲一 江東区東雲１丁目９番２２号 ２混 

  たかすな内科胃腸内科クリニック  
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43  矢後 尚文 
江東区東雲２丁目１番２１号 

池下レディースクリニック東雲 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

44  鳴海 章人 
江東区辰巳１丁目９番４９－１０２号 

辰巳中央診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

45  小尾 直美 
江東区潮見２丁目１番１０号 

オビ内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

46  小暮 裕之 
江東区有明２丁目１番７号１階 

有明みんなクリニック 有明ガーデン院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

47  吉川 裕之 
江東区有明２丁目１番８号４階 

ベビースマイルレディースクリニック有明 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

48  最上 聡 
江東区有明３丁目６番１１号３階 

東京ファッションタウンビルクリニック 
水・麻風・日・２混 

49  熊谷 和浩 
江東区青海２丁目３番２３号１階 

フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 
ＨＰＶ４ 

50  青木 久恭 
江東区千石２丁目８番１０号 

青木医院 

４混・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

51  林 栄一 
江東区千石２丁目１０番６号 

千石はやし内科クリニック 
日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

52  竹内 透 
江東区扇橋２丁目１番３号２階 

竹内小児科医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

53  小林 健嗣 
江東区扇橋２丁目１７番５号 

小林内科クリニック 
４混・麻風・日・２混 

54  軽部 裕也 
江東区扇橋３丁目５番７号１階 

城東クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

55  渡邉 弘恵 
江東区猿江１丁目１８番１８号 

さるえこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

56  石田 理華子 
江東区住吉１丁目１９番１－２０４号 

ツインタワーすみとしクリニック 
麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

57  吉田 肇 
江東区住吉２丁目５番１７号１階 

よしだ内科クリニック 
日・２混 

58  尻高 史啓 
江東区住吉２丁目７番６号 

すみよし婦人科クリニック 
ＨＰＶ４ 

59  本田 肇 
江東区住吉２丁目１１番１号 

本田医院 

水・麻風・日・２混・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４ 

60  池下 育子 
江東区木場５丁目３番７号１階 

東峯ラウンジクリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

61  松峯 寿美 
江東区木場５丁目３番１０号 

東峯婦人クリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

62  佐藤 香織 
江東区木場６丁目１１番３号 

東峯産科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

63  岡本 克郎 
江東区東陽２丁目４番２６号 

クリニック東陽町 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ 

   Ｖ４ 

64  光畑 裕正 

江東区東陽２丁目４番２６号 

 ３階 

みつはたペインクリニック 

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 
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65  佐藤 保子 
江東区東陽２丁目４番２９号 

こどもクリニックさとう 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混 

66  服部 浩 
江東区東陽３丁目５番５号 

服部医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

67  長井 誠 
江東区東陽３丁目５番５号４階 

木場小児科 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

68  永田 拓也 
江東区東陽３丁目１８番４号 

永田医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

69  中田 健一 
江東区東陽３丁目２７番１７３階 

東陽町駅前クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

70  萬里小路 直樹 
江東区東陽３丁目２７番３２号２階 

までのこうじクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

71  杉本 宗彦 
江東区東陽３丁目２７番３２号６階 

杉本整形外科クリニック 
ＨＰＶ４ 

72  本郷 真紀子 
江東区東陽４丁目５番１５号 ３階 

さくらハートクリニック 
日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

73  張簡 珮怡 
江東区東陽４丁目８番２１号 ３階 

東陽すずらんレディースクリニック 
ＨＰＶ４ 

74  岡 史篤 
江東区東陽６丁目３番２－２０２Ａ 

東京イースト２１クリニック 

Ｂ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

75  荒木 正 
江東区亀戸２丁目２６番８号１階 

亀戸内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

76  杉本 佳乃 
江東区亀戸２丁目４２番５号２階 

亀戸キッズクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ４ 

77  野間 健司 
江東区亀戸２丁目４２番７号 

吉村内科 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

78  蕨 謙吾 
江東区亀戸３丁目２番１３号 

わらび内科ペインクリニック 
日・２混 

79  寺田 武史 
江東区亀戸３丁目１４番４号 

アクアメディカルクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混 

80  黒田 徹 
江東区亀戸３丁目４６番２号 

天神通りクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

81  河野 茂雄 
江東区亀戸４丁目１７番８号 

河野外科 

Ｂ・ヒブ・小肺・水・麻風・日・

２混 

82  丸本 百合子 
江東区亀戸４丁目１８番４号５階 

百合レディスクリニック 

 

ＨＰＶ４ 

83  兼松 徹 
江東区亀戸５丁目１番６－１０１号 

亀戸駅前クリニック 
麻風・日・２混 

84  吉田 松実 
江東区亀戸５丁目３番２号２階 

亀戸耳鼻咽喉科・アレルギー科 
４混・水・麻風・日・２混 

85  川嶋 一成 
江東区亀戸６丁目１番６号 

五の橋産婦人科 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

86  大塚 正弘 
江東区亀戸６丁目１４番３号 

五の橋こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

87  川嶋 正成 江東区亀戸６丁目２６番５号８階 ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 
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  五の橋レディスクリニック  

88  金光 裕幸 
江東区亀戸６丁目５７番２０号２階 

亀戸水神森クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混 

89  毛利 一平 
江東区亀戸７丁目１０番１号 

ひらの亀戸ひまわり診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

90  豊島 孝道 
江東区亀戸８丁目８番８号 

豊島医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

91  竹川 広三 
江東区亀戸９丁目３４番１－１３６号 

わかたけクリニック 
麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

92  峯 雅文 
江東区大島１丁目１番５号２階 

みね内科・消化器科 
日・２混 

93  山本 あつ子 
江東区大島１丁目２番２－１０２号 

エリゼこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

94  舘野 香織 
江東区大島１丁目２９番４－１０１号 

スマイルクリニック西大島 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混 

95  小野 卓哉 
江東区大島１丁目３３番１５号 

小野内科診療所 
水・麻風・日 

96  林 国樹 
江東区大島３丁目１４番１４号 

林内科クリニック 
ヒブ・４混・水・麻風・日・２混 

97  小林 功 
江東区大島４丁目１番６－１０５号 

小林クリニック 

水・麻風・日・２混・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４ 

98  藤川 貴浩 
江東区大島４丁目６番２１－１０１号 

藤川内科・呼吸器内科クリニック 
日 

99  郭 紫峰 
江東区大島４丁目８番１４号 

大島医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混 

100  廣田 香織 

江東区大島４丁目１２番６号 

 １階 

かおり皮ふ科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

101  松本 佐保姫 
江東区大島５丁目７番５号４階 

まつもとメディカルクリニック 
ＨＰＶ４ 

102  稲見 晃一 
江東区大島５丁目８番１号 

稲見内科医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

103  近藤 健司 
江東区大島５丁目１０番１０号１階 

大島駅前クリニック 

Ｂ・水・麻風・日・２混・ＨＰＶ

２・ＨＰＶ４ 

104  寺田 修久 
江東区大島５丁目１０番１０－４０６号 

大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 
Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水 

105  北川 浩史 
江東区大島５丁目３６番７号２階 

びやじま内科医院・大島駅前 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

106  永岡 康志 
江東区大島５丁目５１番１０－１０１号 

永岡クリニック 

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

107  齋藤 勇 
江東区大島６丁目１番４－１０２号 

こどもみらい大島クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

108  幕内 雅敏 
江東区大島６丁目８番５号 

江東病院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

109  宮方 了 
江東区大島６丁目９番１１号 

宮方クリニック 
２混 

110  梅田 祥克 
江東区大島７丁目１番１８号１階 

ビーハッピークリニック 

ヒブ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混・ＨＰＶ４ 
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111  吉田 美加 
江東区大島７丁目７番１号 

中の橋クリニック 
水・麻風 

112  星 茂憲 
江東区大島７丁目３６番４号 

星医院 
麻風・日・２混 

113  諸冨 夏子 
江東区大島７丁目３８番１５号 

あかねクリニック 

ヒブ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

114  佐竹 健至 
江東区大島７丁目３８番３０号２階 

佐竹クリニック 

ヒブ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混 

115  成高 信一 
江東区大島８丁目５番２号 

大島小児科医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

116  山中 弘明 
江東区大島９丁目３番１６号  

よし耳鼻咽喉科 
水・麻風・日・２混 

117  笠井 秀明 
江東区大島９丁目５番１－１０３号 

笠井小児クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

118  鄭 東姫 
江東区大島９丁目５番１－１０４号 

コアシティ東大島クリニック 
日・２混 

119  佐久間 佳規 
江東区北砂１丁目５番２０号 

岩井橋クリニック 

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

120  猪口 雄二 
江東区北砂２丁目１番２２号 

寿康会病院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

121  荒木 重人 
江東区北砂２丁目１４番１７号 

荒木医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

122  八十島 唯義 
江東区北砂２丁目１７番１号３階 

アリオ北砂内科 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

123  柳澤 明子 
江東区北砂５丁目１４番３号 

柳沢ファミリークリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

124  松元 明子 
江東区北砂５丁目１６番１号 

北原診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

125  舘 桂一郎 
江東区北砂５丁目２０番８号 

たち内科小児科クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

126  白石 京子 
江東区北砂６丁目１番４号 

おおぞら太陽クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

127  正木 忠明 
江東区北砂７丁目１番２５号 

正木医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

128  神原 礼文 江東区北砂７丁目３番１７号 Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・ 

  
神原医院 麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

129  井上 仁 
江東区東砂２丁目５番７号２階 

惠仁クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

130  赤羽根 巖 
江東区東砂２丁目１１番２７号 

赤羽根医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

131  鎌上 雅夫 
江東区東砂４丁目９番２号 

鎌上医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

132  宮武 俊秀 
江東区東砂４丁目２３番６号 

みやたけクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ 
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   Ｖ４ 

133  木股 仲恒 
江東区東砂５丁目３番４号 

葛西橋診療所 
麻風・日・２混 

134  永岡 喜久夫 
江東区東砂６丁目７番５号 

永岡医院 
麻風・日・２混 

135  渡部 英一 
江東区東砂７丁目１９番１３－１０２号 

わたなべ内科胃腸科 
麻風・日・２混 

136  坂口 直哉 
江東区東砂７丁目１９番１３号２階 

なおやこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

137  丸山 隆児 
江東区東砂７丁目１９番１３号３階 

まるやま皮膚科クリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

138  金子 晴生 
江東区東砂８丁目１９番１３号 

金子クリニック 
水・麻風・日 

139  鈴木 良一 
江東区南砂１丁目９番９号 

鈴木医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

140  奥村 晴彦 
江東区南砂２丁目６番３号２階 

おくむら医院 
日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

141  岡本 静香 
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

おかもとこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・

ロタ・水・麻風・日・２混・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４ 

142  三宅 弘恭 
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

東陽町南砂みやけ内科 

４混・麻風・日・２混・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４ 

143  杉浦 聡 
江東区南砂４丁目２番１３号 

砂町産婦人科 
ＨＰＶ４ 

144  山之内 哲雄 
江東区南砂６丁目１番９号 

山之内医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

145  海老根 伊佐子 
江東区南砂７丁目１番２５号 

柳瀬クリニック 

Ｂ・小肺・ロタ・水・麻風・日・

２混・ＨＰＶ４ 

146  新保 悟朗 
江東区南砂７丁目４番４号 

中澤医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混 

147  髙𣘺 和彦 
江東区南砂７丁目１３番５号 

寿康会診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

148  大澤 俊也 
江東区新砂３丁目３番５３号２階 

南砂町駅前おおさわクリニック 
日 

149  西澤 寛人 
江東区新砂３丁目４番３１号４階 

南砂町おだやかクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

150  加我 牧子 
江東区新砂３丁目３番２５号 

東京都立東部療育センター 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰ 

   Ｖ４ 

（注）ＢはＢ型肝炎、小肺は小児用肺炎球菌、４混は４種混合、ロタはロタウイルス感染症、水は水痘、

麻風は麻しん・風しん混合、日は日本脳炎、２混は２種混合、ＨＰＶ２はヒトパピロマーウイルス感染

症２価、ＨＰＶ４はヒトパピロマーウイルス感染症４価の略 
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別紙 定期予防接種医療機関（高齢者用肺炎球菌） 

番号 医師の氏名 予防接種を行う主たる場所 

1 古谷 雅秀 
江東区清澄３丁目４番１１号２階 

ふるたに医院 

2 田中 円 
江東区清澄３丁目６番９号 

清澄内科 

3 刀禰 智之 
江東区清澄３丁目１０番１６－１０２号 

清澄ケアクリニック 

4 又井 一雄 
江東区常盤２丁目１１番１１号 

キヨス医院 

5 望月 俊男 
江東区高橋１３番２号１階 

望月内科クリニック 

6 大関 泰麿 
江東区森下１丁目５番１２号２階 

篠宮クリニック 

7 篠塚 成順 
江東区森下１丁目１６番７号１階 

森下駅前クリニック 

8 星本 相浩 
江東区森下２丁目２０番１２‐２０２号 

あおばクリニック 

9 渡邉 修一郎 
江東区森下２丁目２０番１２号２階 

渡辺こどもクリニック 

10 村田 忠行 
江東区森下２丁目２８番３号１階 

もりした耳鼻咽喉科 

11 野木村 一郎 
江東区森下４丁目９番１２号 

野木村医院 

12 中澤 真人 
江東区森下４丁目１１番５号２階 

中沢内科 

13 劉 瑞芹 
江東区平野２丁目１１番５号２階 

平和記念医院 

14 土屋 雅彰 
江東区平野３丁目２番１３号１階 

ウェルネス木場公園クリニック 

15 髙谷 純司 
江東区三好２丁目１５番１０号 

同友会深川クリニック 

16 鈴木 正徳 
江東区三好３丁目８番４号 

東龍堂鈴木医院 

17 吉田 孝太郎 
江東区三好４丁目７番１０‐１０２号 

扇橋診療所 

18 松村 雅幸 
江東区白河３丁目４番３‐２０５号 

清澄白河ファミリークリニック 

19 魚住 葵 
江東区永代２丁目３４番１０号 

魚住整形外科 

20 金  民日 
江東区永代２丁目３７番２２号‐１階 

永代クリニック 

21 片桐  崇文 
江東区福住１丁目１７番８号‐５階 

たけし在宅クリニック 

22 廣田 有俊 
江東区深川１丁目５番３号 

ひろた医院 

23 冨田 留美 
江東区門前仲町１丁目４番８号９階 

東西線メディカルクリニック 
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24 神野 彰 
江東区門前仲町１丁目６番１１号３階 

門前仲町内科クリニック 

25 松本 より子 
江東区門前仲町１丁目１３番１３号１階 

より子マタニティ＆レディース門前仲町 

26 周 明仁 
江東区門前仲町１丁目２０番３号 

門仲耳鼻咽喉科 

27 野崎 英樹 
江東区門前仲町２丁目１１番８号 

野崎クリニック 

28 船山 秀昭 
江東区富岡１丁目１３番１４号１階 

船山内科 

29 塩入 公保 
江東区富岡１丁目２２番２８号 

金櫻堂医院 

30 野元 成郎 
江東区富岡１丁目２６番２０号２階 

とみおか医院 

31 森多 克行 
江東区富岡２丁目２番６‐２０２号 

Ｍ’ｓクリニックもんなか 

32 大井 明 
江東区古石場１丁目１３番１９号 

大井医院 

33 吉田 眞弓 
江東区古石場２丁目１４番１‐２０４号 

吉田まゆみ内科 

34 佐藤 芳貞 
江東区越中島２丁目１４番１０号 

もんなか整形外科 

35 宮坂 隆 
江東区塩浜１丁目４番３号 

みやさか内科医院 

36 吉野 由紀子 
江東区塩浜２丁目５番２３‐１０４号 

ゆき耳鼻咽喉科クリニック 

37 鈴木 宏彰 
江東区塩浜２丁目７番３号 

鈴木病院 

38 橘 政昭 
江東区枝川１丁目６番２０号 

橘クリニック 

39 鈴木 宏一 
江東区枝川３丁目８番１３号 

鈴木リハビリテーション病院 

40 塚田 佳子 
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

けいこ豊洲こどもクリニック 

41 寺沢 公仁子 
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

豊洲寺沢クリニック 

42 神津 隆弘 
江東区豊洲３丁目２番３号１階 

神津クリニック 

43 西山 寿子 
江東区豊洲３丁目２番２０号２階 

大手町さくらクリニック in 豊洲 

44 金澤 信彦 
江東区豊洲４丁目２番２号２階 

とよす内科クリニック 

45 稲田 香里 
江東区豊洲４丁目７番１号 

豊洲医院 

46 土屋 裕 
江東区豊洲４丁目１０番１８号１階 

豊洲はるそらファミリークリニック 

47 澤井 まゆみ 
江東区豊洲５丁目２番１０号３階  

澤井クリニック 
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48 新井 一成 
江東区豊洲５丁目５番１号３階 

昭和大学豊洲クリニック予防医学センター 

49 石原 卓 
江東区豊洲５丁目５番１‐１０８号 

石原クリニック 

50 村上 典子 
江東区豊洲５丁目５番２５号１階 

有明こどもクリニック豊洲院 

51 共田 光裕 
江東区豊洲５丁目６番２９号１階 

豊洲ベイサイド内科外科 

52 亀谷 陽 
江東区東雲１丁目８番１７号 

東雲クリニック 

53 糸川 博士 
江東区東雲１丁目９番１０‐２０３号 

イトカワ整形外科 

54 本川 克彦 
江東区東雲１丁目９番１０号２階 

しののめ内科クリニック 

55 柏木 明 
江東区東雲１丁目９番２１‐１０２号 

かしわぎクリニック 

56 髙砂 憲一 
江東区東雲１丁目９番２２号 

たかすな内科胃腸内科クリニック 

57 吉川 裕之 
江東区有明２丁目１番８号４階 

ベビースマイルレディースクリニック有明 

58 林 洋 
江東区有明２丁目９番１号 

東京有明医療大学附属クリニック 

59 最上 聡 
江東区有明３丁目６番１１号３階 

東京ファッションタウンビルクリニック 

60 鳴海 章人 
江東区辰巳１丁目９番４９‐１０２号 

辰巳中央診療所 

61 小尾 直美 
江東区潮見２丁目１番１０号 

オビ内科クリニック 

62 熊谷 和浩 
江東区青海２丁目３番２３号１階 

フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 

63 青木 久恭 
江東区千石２丁目８番１０号 

青木医院 

64 林 栄一 
江東区千石２丁目１０番６号１階 

千石はやし内科クリニック 

65 岡田 和也 
江東区千石２丁目１０番６号１階 

東陽町耳鼻咽喉科・アレルギー科 

66 正井 博文 
江東区海辺１２番１１号 

正井診療所 

67 竹内 透 
江東区扇橋２丁目１番３号２階 

竹内小児科医院 

68 立川 裕理 
江東区扇橋２丁目２番３号 

深川立川病院 

69 小林 健嗣 
江東区扇橋２丁目１７番５号１階 

小林内科クリニック 

70 軽部 裕也 
江東区扇橋３丁目５番７号１階 

城東クリニック 

71 渡邉 弘恵 
江東区猿江１丁目１８番１８号 

さるえこどもクリニック 
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72 福井 光文 
江東区猿江２丁目６番１１号 

福井クリニック 

73 倉持 章 
江東区猿江２丁目１６番５号３階 

住吉内科・消化器内科クリニック 

74 石橋 敏夫 
江東区猿江２丁目１６番５号４階 

石橋耳鼻咽喉科クリニック 

75 松川 正明 
江東区住吉１丁目１８番１号 

あそか病院 

76 石田 理華子 
江東区住吉１丁目１９番１‐２０４号 

ツインタワーすみとしクリニック 

77 吉田 肇 
江東区住吉２丁目５番１７号１階 

よしだ内科クリニック 

78 本田 肇 
江東区住吉２丁目１１番１号 

本田医院 

79 鈴木 茂 
江東区木場２丁目１９番２号３階 

鈴木クリニック 

80 松峯 美貴 
江東区木場５丁目３番７号１階 

東峯ラウンジクリニック 

81 藤川 克之 
江東区木場５丁目３番７号６階 

藤川クリニック 

82 松峯 寿美 
江東区木場５丁目３番１０号 

東峯婦人クリニック 

83 大井田 基 
江東区木場５丁目８番７号 

木場病院 

84 浅川 洋 
江東区木場６丁目９番８号 

浅川医院 

85 赤塚 智香 
江東区東陽２丁目３番１６‐１１６号 

タウンセンタークリニック 

86 岡本 克郎 
江東区東陽２丁目４番２６号２階 

クリニック東陽町 

87 光畑 裕正 
江東区東陽２丁目４番２６号３階 

みつはたペインクリニック 

88 服部 浩 
江東区東陽３丁目５番５号 

服部医院 

89 長谷山 繁子 
江東区東陽３丁目３番６号３階 

木場整形外科 

90 長井 誠 
江東区東陽３丁目５番５号４階 

木場小児科 

91 永田 拓也 
江東区東陽３丁目１８番４号 

永田医院 

92 中木 基江 
江東区東陽３丁目２３番６号１階 

大陽ビルクリニック 

93 中田 健一 
江東区東陽３丁目２７番１７号３階 

東陽町駅前クリニック 

94 萬里小路 直樹 
江東区東陽３丁目２７番３２号２階 

までのこうじクリニック 

95 長田 成彦 
江東区東陽３丁目２７番３２号４階 

東陽パークサイドクリニック 
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96 杉本 宗彦 
江東区東陽３丁目２７番３２号６階 

杉本整形外科クリニック 

97 本郷 真紀子 
江東区東陽４丁目５番１５号３階 

さくらハートクリニック 

98 宮本 康文 
江東区東陽４丁目６番１号６階 

宮本クリニック 

99 佐々木 佑 
江東区東陽４丁目１０番２号１階 

森崎医院 

100 石川 隆章 
江東区東陽５丁目２５番１４号 

石川クリニック 

101 岡 史篤 
江東区東陽６丁目３番２号２階 

東京イースト２１クリニック 

102 山口 真一 
江東区亀戸１丁目２８番８号 

五ノ橋クリニック 

103 氏家 一知 
江東区亀戸２丁目１７番２４号 

清湘会記念病院 

104 井太家 美晶 
江東区亀戸２丁目２５番１４号３階 

かめいど腎臓内科クリニック 

105 荒木 正 
江東区亀戸２丁目２６番８号１階 

亀戸内科クリニック 

106 丸岡 大介 
江東区亀戸２丁目３６番１２号４階 

亀戸内視鏡・胃腸内科クリニック 

107 村山 公 
江東区亀戸２丁目４１番１号 

友仁病院 

108 山口 潔 
江東区亀戸２丁目４２番５号３階 

山口整形外科 

109 畠山 卓弥 
江東区亀戸２丁目４２番５号４階 

亀戸畠山クリニック 

110 野間 健司 
江東区亀戸２丁目４２番７号 

吉村内科 

111 蕨 謙吾 
江東区亀戸３丁目２番１３号 

わらび内科ペインクリニック 

112 寺田 武史 
江東区亀戸３丁目１４番４号 

アクアメディカルクリニック 

113 黒田 徹 
江東区亀戸３丁目４６番２‐１０１号 

天神通りクリニック 

114 河野 茂雄 
江東区亀戸４丁目１７番８号 

河野外科 

115 粟津 隆一 
江東区亀戸４丁目１８番４号３階 

水神クリニック 

116 兼松 徹 
江東区亀戸５丁目１番６‐１０１号 

亀戸駅前クリニック 

117 吉田 松実 
江東区亀戸５丁目３番２号２階 

亀戸耳鼻咽喉科・アレルギー科 

118 秋月 乃里子 
江東区亀戸６丁目２番３号４階 

しおかぜクリニック 

119 秦 東秀 
江東区亀戸６丁目２番３号５階 

クリニックコスモス 



令和 3 年 4 月 15 日（木曜日）     江 東 区 公 報             （第 878 号） 

 

 

 

63 

120 鶴岡  昭久 
江東区亀戸６丁目４１番１０号７階 

江東透析クリニック 

121 大野 嘉章 
江東区亀戸６丁目５６番１５号 

大野内科診療所 

122 金光 裕幸 
江東区亀戸６丁目５７番２０号２階 

亀戸水神森クリニック 

123 毛利 一平 
江東区亀戸７丁目１０番１号 

ひらの亀戸ひまわり診療所 

124 豊島 孝道 
江東区亀戸８丁目８番８号 

豊島医院 

125 中馬  敦 
江東区亀戸９丁目１３番１号 

東京城東病院 

126 竹川 広三 
江東区亀戸９丁目３４番１‐１３６号 

わかたけクリニック 

127 峯 雅文 
江東区大島１丁目１番５号２階 

みね内科・消化器科 

128 山本 あつ子 
江東区大島１丁目２番２‐１０２号 

エリゼこどもクリニック 

129 舘野 香織 
江東区大島１丁目２９番４‐１０１号 

スマイルクリニック西大島 

130 小野 卓哉 
江東区大島１丁目３３番１５号１階 

小野内科診療所 

131 吉澤 敬一 
江東区大島１丁目３６番５号２階 

江東診療所 

132 大塚 善久 
江東区大島２丁目３３番１０号１階 

五の橋タワークリニック 

133 平間 隆光 
江東区大島２丁目３７番９号 

西大島クリニック 

134 岩渕 敏久 

江東区大島３丁目４番３号２階 

西大島駅と亀戸駅の間のいわぶち内科と泌尿器科の

クリニック 

135 林 国樹 
江東区大島３丁目１４番１４号 

林内科クリニック 

136 上白土 啓嗣 
江東区大島３丁目３１番１８号 

上白土医院 

137 小林 功 
江東区大島４丁目１番６‐１０５号 

小林クリニック 

138 藤川 貴浩 
江東区大島４丁目６番２１‐１０１号 

藤川内科・呼吸器内科クリニック 

139 郭 紫峰 
江東区大島４丁目８番１４号 

大島医院 

140 廣田 香織 
江東区大島４丁目１２番６号１階 

かおり皮ふ科クリニック 

141 松本 佐保姫 
江東区大島５丁目７番５号４階 

まつもとメディカルクリニック 

142 堀米 衣見子 
江東区大島５丁目７番５号５階 

江東病院附属在宅診療所 

143 稲見 晃一 江東区大島５丁目８番１号 
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  稲見内科医院 

144 近藤 健司 
江東区大島５丁目１０番１０号１階  

大島駅前クリニック 

145 寺田 修久 
江東区大島５丁目１０番１０‐４０６号  

大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 

146 井上 毅 
江東区大島５丁目３２番５号１階 

いのうえ整形外科 

147 北川 浩史 
江東区大島５丁目３６番７号２階 

びやじま内科医院・大島駅前 

148 小林 千秋 
江東区大島５丁目４６番４号２階 

小林整形外科医院 

149 永岡 康志 
江東区大島５丁目５１番１０‐１０１号 

永岡クリニック 

150 齋藤 勇 
江東区大島６丁目１番４‐１０２号 

こどもみらい大島クリニック 

151 幕内  雅敏 
江東区大島６丁目８番５号 

江東病院 

152 宮方 了 
江東区大島６丁目９番１１号 

宮方クリニック 

153 梅田 祥克 
江東区大島７丁目１番１８号１階 

ビーハッピークリニック 

154 吉田 美加 
江東区大島７丁目７番１号 

中の橋クリニック 

155 星 茂憲 
江東区大島７丁目３６番４号 

星医院 

156 諸冨 夏子 
江東区大島７丁目３８番１５号 

あかねクリニック 

157 佐竹 健至 
江東区大島７丁目３８番３０号２階 

佐竹クリニック 

158 成高 信一 
江東区大島８丁目５番２号 

大島小児科医院 

159 山中 弘明 
江東区大島９丁目３番１６号１階 

よし耳鼻咽喉科 

160 鄭 東姫 
江東区大島９丁目５番１‐１０４号 

コアシティ東大島クリニック 

161 佐上 俊和 
江東区大島９丁目５番１‐１０６号 

さがみ外科胃腸科クリニック 

162 佐久間 佳規 
江東区北砂１丁目５番２０号 

岩井橋クリニック 

163 猪口 雄二 
江東区北砂２丁目１番２２号 

寿康会病院 

164 荒木 重人 
江東区北砂２丁目１４番１７号 

荒木医院 

165 大髙 憲二 
江東区北砂２丁目１４番２０号 

北砂クリニック 

166 細野 紫麻子 
江東区北砂２丁目１５番４０号 

協和メディカルクリニック 
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167 八十島 唯義 
江東区北砂２丁目１７番１号３階 

アリオ北砂内科 

168 平良 悟 
江東区北砂４丁目６番２号 

亀高医院 

169 南塚 俊雄 
江東区北砂４丁目２４番１１号 

南塚内科医院 

170 柳澤 明子 
江東区北砂５丁目１４番３号 

柳沢ファミリークリニック 

171 松元 明子 
江東区北砂５丁目１６番１号 

北原診療所 

172 舘 桂一郎 
江東区北砂５丁目２０番８号１階 

たち内科小児科クリニック 

173 白石 京子 
江東区北砂６丁目１番４号 

おおぞら太陽クリニック 

174 金田  竜真 
江東区北砂６丁目２７番１７号 

サワイメディカルクリニック 

175 正木 忠明 
江東区北砂７丁目１番２５号 

正木医院 

176 神原 礼文 
江東区北砂７丁目３番１７号 

神原医院 

177 井上 仁 
江東区東砂２丁目５番７号２階 

惠仁クリニック 

178 赤羽根 巖 
江東区東砂２丁目１１番２７号 

赤羽根医院 

179 鎌上 雅夫 
江東区東砂４丁目９番２号 

鎌上医院 

180 池田  滋 
江東区東砂４丁目２０番２号 

愛和病院 

181 田尻 健 
江東区東砂４丁目２２番１号 

田尻整形外科 

182 宮武 俊秀 
江東区東砂４丁目２３番６号 

みやたけクリニック 

183 木股 仲恒 
江東区東砂５丁目３番４号 

葛西橋診療所 

184 鈴木 昇 
江東区東砂５丁目１２番２０号 

砂町診療所 

185 永岡 喜久夫 
江東区東砂６丁目７番５号 

永岡医院 

186 渡部 英一 
江東区東砂７丁目１９番１３‐１０２号 

わたなべ内科胃腸科 

187 丸山 隆児 
江東区東砂７丁目１９番１３‐３０１号 

まるやま皮膚科クリニック 

188 金子 晴生 
江東区東砂８丁目１９番１３号 

金子クリニック 

189 鈴木 良一 
江東区南砂１丁目９番９号 

鈴木医院 

190 藤﨑  滋 
江東区南砂１丁目２５番１１号 

藤﨑病院 
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191 大井田  基 
江東区南砂２丁目３番１９号 

南砂メディカルクリニック 

192 奥村 晴彦 
江東区南砂２丁目６番３号２階 

おくむら医院 

193 関口 昌和 
江東区南砂２丁目６番３号２階 

せきぐち整形外科 

194 小倉 弘章 
江東区南砂２丁目２８番７号 

六地蔵クリニック 

195 岡本 静香 
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

おかもとこどもクリニック 

196 三宅 弘恭 
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

東陽町南砂みやけ内科 

197 冠木 敬一郎 
江東区南砂３丁目８番１０号 

かぶき内科 

198 植田 博紀 
江東区南砂４丁目７番２３号 

植田医院 

199 山之内 哲雄 
江東区南砂６丁目１番９号 

山之内医院 

200 海老根 伊佐子 
江東区南砂７丁目１番２５号２階 

柳瀬クリニック 

201 竹之下 眞 
江東区南砂７丁目１番２５‐２０９号 

城東南砂医院 

202 新保 悟朗 
江東区南砂７丁目４番４号 

中澤医院 

203 髙橋 和彦 
江東区南砂７丁目１３番５号 

寿康会診療所 

204 菊池 修 
江東区新砂３丁目１番９号１階 

南砂町リウマチ科整形外科 

205 津田  裕士 
江東区新砂３丁目３番２０号 

順天堂東京江東高齢者医療センター 

206 大澤 俊也 
江東区新砂３丁目３番５３号２階 

南砂町駅前おおさわクリニック 

207 西澤 寛人 
江東区新砂３丁目４番３１号４階 

南砂町おだやかクリニック 

208 岩崎 裕治 
江東区新砂３丁目３番２５号 

東京都立東部療育センター 

 

 

                    

◎江東区告示第９１号 

 令和３年３月３０日、江東区議会の議決を経た、

令和３年度当初予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和３年３月３０日 

       江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和３年度江東区一般会計予算 

２ 令和３年度江東区国民健康保険会計予算 

３ 令和３年度江東区介護保険会計予算 

４ 令和３年度江東区後期高齢者医療会計予算 
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令和３年度江東区一般会計予算 

令和３年度江東区一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 217,129,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（特別区債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表特別区債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円

と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 
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令和３年度江東区国民健康保険会計予算 

令和３年度江東区国民健康保険会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 48,144,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用 
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令和３年度江東区介護保険会計予算 

令和３年度江東区介護保険会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 37,560,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 
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令和３年度江東区後期高齢者医療会計予算 

令和３年度江東区後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,640,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 
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◎江東区告示第９２号 

 令和３年３月３０日、江東区議会の議決を経た、

令和２年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和３年３月３０日 

      江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和２年度江東区一般会計補正予算（第９号） 
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令和２年度江東区一般会計補正予算（第９号） 

令和２年度江東区一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 370,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 270,160,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用

できる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3 年 4 月 15 日（木曜日）     江 東 区 公 報             （第 878 号） 

 

 

 

87 

 
 

 



（第 878 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 4 月 15 日（木曜日） 

 

 

 

88 

                    

◎江東区告示第９３号 

 令和３年３月３０日、江東区議会の議決を経た、

令和３年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

 

令和３年３月３０日 

      江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和３年度江東区一般会計補正予算（第１号） 
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令和３年度江東区一般会計補正予算（第１号） 

令和３年度江東区一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 5,662,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 222,791,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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◎江東区告示第９４号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条の規定に基づき許可した下記の開発行為に関

する工事は完了した。 

令和３年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 開発区域

又は工区に

含まれる地

域の名称 

江東区福住一丁目７番１、同番３

６ 

２ 許可を受 東京都港区港南一丁目８番２７ 

けた者の住

所・氏名 

株式会社カシワバラ・グラウン

ド 

 代表取締役 西村 拓朗 
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◎江東区告示第９８号 

江東区枝川区民館及び江東区東陽区民館の使用

料の収納については、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき、下記のとおり私人に委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。 

  令和３年３月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都江東区東陽六丁目２番  

１７号 

公益社団法人江東区シルバ  

ー人材センター 

会長 関澤 邦正 

２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区枝川区民館及び江東区

東陽区民館の使用料収納事務 

                    

◎江東区告示第９９号 

江東区男女共同参画推進センター条例（平成２

年１２月江東区条例第３０号）第７条第１項の規

定に基づく、江東区男女共同参画推進センターの

使用料の収納については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき、下記のとおり私人に委託したので、同

条第２項の規定に基づき告示する。 

  令和３年３月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都港区芝五丁目３３番１

号森永プラザビル本館１４階  

パーソルテンプスタッフ株 

式会社東日本ＯＳ事業本部 

本部長 笠松 健太郎 

２ 契 約 年 月 日 令和３年４月１日 

３ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

４ 委 託 の 内 容 江東区男女共同参画推進セン

ターの使用料の収納事務 

                    

◎江東区告示第１０２号 

江東区立豊洲西小学校における下記の公金の収

納については、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、

私人に委託したので、同条第２項の規定に基づき

告示する。 

  令和３年４月１日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 

東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープライズ 
代表取締役 福士 昌 

２ 契約年月日 

令和３年４月１日 

３ 委託期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

で 

４ 委託の内容 

(1) 江東区立学校施設使用条例（昭和５１年３

月江東区条例第１９号）第７条に規定する体

育館設備、プール及びトレーニング室の使用

料 

(2) 水泳帽、水泳用のゴーグルその他水泳用品

の売払代金 

                    

◎江東区告示第１０３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第

１項の規定に基づき、下記の特別区道の路線を認

定する。 

 なお、その関係図面は、令和３年４月１日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整理

番号 
路線名 

起  点 重要な

経過地 
終  点 

１ 江６３１号 

江東区有明二丁

目１０７番２２

先 なし 

江東区有明二丁

目１０７番５先 
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◎江東区告示第１０４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように決定する。 

 なお、その関係図面は、令和３年４月１日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整

理

番

号 

路線名 

起  点 敷地の

幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 
終  点 

１ 江６３１号 

江東区有

明二丁目

１０７番

２２先 

１４．

９９

～１

５．０

０ 

４４

５．５

２ 
江東区有

明二丁目

１０７番

５先 
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◎江東区告示第１０５号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和３年４月１日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 江６３１号 

江東区有明二丁目

１０７番２２先か

ら 

江東区有明二丁目

１０７番５先まで 

なし 
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◎江東区告示第１０６号 

江東区清掃リサイクル条例（平成１１年１２月

江東区条例第３４号）第３２条第１項及び江東区

清掃リサイクル条例施行規則（平成１２年３月江

東区規則第４４号）第１４条の規定に基づき、令

和３年度の一般廃棄物の処理に関する実施計画を

別紙のとおり公表する。 

  令和３年４月１日 

          江東区長  山 﨑 孝 明    
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◎江東区告示第１０７号 

令和２年１２月１８日江東区告示第３５８号

（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方

税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当

と認める書類等を定める件）の一部を次のように

改正する。 

令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明       

別表規則第６条第１項第３号の項中「押印並び

に」を削り、「及び押印があるもの」を「があるも

の」に改める。 

                    

◎江東区告示第１０８号 

江東区地域振興部文化観光課が発行する有償の

冊子等の頒布代金の収納については、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第

１項の規定に基づき、下記のとおり私人に委託し

たので、同条第２項の規定に基づき告示する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都江東区東陽四丁目１１ 

番３号 

公益財団法人江東区文化 
コミュニティ財団 

事務局長 石井 康弘 
東京都江東区東陽四丁目５番 

１８号 

一般社団法人江東区観光協   
会 

理事長 秋山 利裕 
東京都江東区亀戸四丁目１８ 

番８号 

亀戸いきいき事業協同組合 

代表理事 塚本 光伸 
２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区地域振興部文化観光課

が発行する有償の冊子等の頒

布代金の収納事務 

                    

◎江東区告示第１０９号 

コンビニエンスストア等における証明書の交付

に係る手数料の収納については、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項

の規定に基づき、下記のとおり私人に委託したの

で、同条第２項の規定に基づき告示する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 委託の相手方 東京都千代田区一番町２５番 

         地 

地方公共団体情報システム        

機構 

理事長 吉本 和彦 

２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 証明書の交付に係る手数料の

収納事務 

                    

◎江東区告示第１１０号 

江東区豊洲特別出張所の公金収納の事務につい

ては、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項、同令第１５８条の２第１

項、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

第８０条の２、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１４条及び介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第１４４条の

２の規定に基づき、下記のとおり私人に委託した

ので、地方自治法施行令第１５８条第２項、同令

第１５８条の２第６項、国民健康保険法施行令（昭

和３３年政令第３６２号）第２９条の２３第１項、

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）

第４５条の７第１項及び高齢者の医療の確保に関

する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第

３３条第１項の規定により告示する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 契約の相手方 東京都千代田区大手町二丁目    

６番２号 
          株式会社パソナ 
           常務執行役員人材派遣・ 

ＢＰＯ事業本部 
            松永 早苗 
２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和３

年６月３０日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区豊洲特別出張所の飼犬

の登録事務に係る手数料、有

料ごみ処理券の販売代金、特

別区民税、個人の都民税、軽

自動車税、国民健康保険の保

険料、後期高齢者医療の保険

料及び介護保険の保険料の収
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納事務 
                    

◎江東区告示第１１１号 

江東区納税課納付案内等業務委託に係る税金の

集金による収納については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の

規定に基づき、下記のとおり私人に委託したので、

地方自治法施行令第１５８条の２第６項の規定に

より告示する。 
  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 契約の相手方 東京都豊島区東池袋一丁目３  

３番８号 
株式会社セゾンパーソナル      

プラス 
代表取締役 能城 成一      
郎 

２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区納税課納付案内等業務

委託に係る特別区民税・都民

税及び軽自動車税の集金によ

る収納事務 

                    

◎江東区告示第１１２号 

 令和３年東京都告示第３７５号に係る東京都市

計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

変更について、東京都知事から関係図書の写しの

送付があったので、下記の場所において公衆の縦

覧に供する。 

令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１１３号 

 令和３年東京都告示第３７８号に係る東京都市

計画都市再開発の方針の変更について、東京都知

事から関係図書の写しの送付があったので、下記

の場所において公衆の縦覧に供する。 

令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１１４号 

令和３年度における会計年度任用職員の報酬の

額について、江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３月江

東区規則第４号）第４条の規定に基づき、下記の

とおり告示する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

令和３年度会計年度任用職員の報酬の額 別紙の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 878 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 4 月 15 日（木曜日） 

 

 

 

110 

〔別紙〕 

 
 

 

 



令和 3 年 4 月 15 日（木曜日）     江 東 区 公 報             （第 878 号） 

 

 

 

111 

 
 

 

 



（第 878 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 4 月 15 日（木曜日） 

 

 

 

112 

 
 

 

 

 



令和 3 年 4 月 15 日（木曜日）     江 東 区 公 報             （第 878 号） 

 

 

 

113 

 
 

                    

◎江東区告示第１１５号 

江東区江東きっずクラブ条例（平成２２年３月

江東区条例第１６号）第９条の規定に基づく、同

条例第２条第２号に規定する事業の利用料の収納

については、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき次の

とおり私人に委託したので、同条第２項の規定に

基づき告示する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都世田谷区上北沢三丁目

８番１９号 

          社会福祉法人雲柱社 

           理事長 服部 栄 

           外９事業者（別紙委託事

業者一覧） 

２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区江東きっずクラブ条例

第２条第２号に規定する事業

の利用料の収納事務 
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別紙 委託事業者一覧 

委託事業者 住所 代表者 
委託先きっずク

ラブ 

社会福祉法人雲柱社 東京都世田谷区上北沢三丁目

８番１９号 

理事長 服部 栄 江東きっずクラ

ブ明治・深川・八

名川・一亀 

株式会社マミー・イ

ンターナショナル 

神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目１グランビュービル５階 

代表取締役社長 伊

藤 勝康 

江東きっずクラ

ブ臨海・数矢・南

陽・川南・枝川・

水神・二大・南

央・六砂・七砂・

東砂・亀高・五

砂・二亀 

株式会社日本保育サ

ービス 

愛知県名古屋市東区葵三丁目

１５番３１号千種ニュータワ

ービル１７Ｆ 

代 表 取 締 役  西 井 

直人 

江東きっずクラ

ブ平久・扇橋・五

大 

株式会社パソナフォ

スター 

東京都千代田区大手町二丁目

６番４号 

代 表 取 締 役  長 畑 

久美子 

江東きっずクラ

ブ東陽・東雲・有

明・四砂 

（株）トライグルー

プ 東京支社 

東京都千代田区飯田橋一丁目

１０番３号 

代 表 取 締 役  吉 田 

一義 

江東きっずクラ

ブ豊西・豊洲 

特定非営利活動法人

ワーカーズコープ 

東京都豊島区東池袋一丁目４

４番３号池袋ＩＳＰタマビル 

代表理事 田嶋 羊

子 

江東きっずクラ

ブ豊北・浅竪・三

大 

株式会社セリオ 大阪府大阪市北区堂島一丁目

５番１７号堂島グランドビル

８Ｆ 

代表取締役社長 若

浜 久 

江東きっずクラ

ブ毛利・辰巳・二

辰・有明西 

株式会社プロケア 東京都新宿区高田馬場一丁目

３０番４号３０山京ビル３Ｆ 

代 表 取 締 役  秋 山 

登史子 

江東きっずクラ

ブ一大・二砂・三

砂・小名木川 

シダックス大新東ヒ

ューマンサービス株

式会社 

東京都調布市調布ヶ丘三丁目

６番地３ 

代 表 取 締 役  関 口 

昌太朗 

江東きっずクラ

ブ四大 

（株）明日葉 東京都港区芝四丁目１３番地

３ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

代 表 取 締 役  大 隈 

太嘉志 

江東きっずクラ

ブ砂町 

                    

◎江東区告示第１１６号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条の２の規定による撤去等に要し

た費用の徴収については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき次のとおり私人に委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。 

令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明      

記 

１ 委託の相手方 東京都中央区新富一丁目８番

８号 

シンテイ警備株式会社 

代表取締役 得能 芳明 

２ 委 託 の 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 自転車の撤去等に要した費用

（手数料）の収納事務 

                    

◎江東区告示第１１７号 

江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第２２条の規定によるボート場の

使用料の収納については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき次のとおり私人に委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。 

  令和３年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都江東区東陽六丁目２番
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１７号 

          公益社団法人江東区シルバ

ー人材センター 

           会長 関澤 邦正 

２ 委 託 期 間 令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区立横十間川親水公園内

ボート場使用料の収納事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第６号 

 下記により、令和３年第３回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和３年３月２３日 

 江東区教育委員会           

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和３年３月２６日（金）  

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 議題 

  日程第１ 議案第４号 令和２年度江東区一

般会計補正予算（第

９号） 

  日程第２ 議案第５号 令和３年度江東区一

般会計補正予算（第

１号） 

  日程第３ 議案第６号 江東区立幼稚園教育

職員の旅費支給規

程の一部改正 

４ 報告事項 

(1) 新型コロナウイルス感染症の対応について 

ほか 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

９９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１

日江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定

に基づき、令和２年度財政援助団体等監査の結果

を別紙のとおり公表する。 

令和３年３月１５日 

江東区監査委員 松 土 英 男     

同       藏 田 朝 彦    

同        川 北 直 人    

同        新 島 つねお    
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区 議 会 

◎区議会議決事項（令和３年第１回定例会） 

 ２月２４日から３月３０日まで会期３５日間に

わたって開会した令和３年第１回江東区議会定例

会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第１号 令和２年度江東区一般会計補正

予算（第８号） 

  議案第２号 令和２年度江東区国民健康保険

会計補正予算（第３号） 

  議案第３号 令和２年度江東区介護保険会計

補正予算（第２号） 

  議案第４号 令和２年度江東区後期高齢者医

療会計補正予算（第２号） 

  議案第９号 特別区道路線の認定について 

  議案第１０号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

  議案第１１号 江東区事務手数料条例の一部

を改正する条例 

  議案第１２号 江東区職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する

条例 

  議案第１３号 江東区営運動場条例の一部を

改正する条例 

  議案第１４号 江東区立児童遊園条例の一部

を改正する条例 

（以上３月１５日原案可決） 

  議案第５号 令和３年度江東区一般会計予算 

  議案第６号 令和３年度江東区国民健康保険

会計予算 

  議案第７号 令和３年度江東区介護保険会計

予算 

  議案第８号 令和３年度江東区後期高齢者医

療会計予算 

  議案第１５号 江東区地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

  議案第１６号 江東区介護保険条例の一部を

改正する条例 

  議案第１７号 江東区指定地域密着型サービ

ス等の事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例 

  議案第１８号 江東区指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する

条例 

  議案第１９号 江東区指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

  議案第２０号 令和２年度江東区一般会計補

正予算（第９号） 

  議案第２１号 令和３年度江東区一般会計補

正予算（第１号） 

  議案第２２号 江東区国民健康保険条例の一

部を改正する条例 

（以上３月３０日原案可決） 

２ 議案（議員提出） 

  議員提出議案第１号 江東区議会会議規則の

一部を改正する規則 

  議員提出議案第２号 養育費不払問題の解消

に向けた対策の強化を

求める意見書 

（以上３月３０日原案可決） 

３ 請願・陳情 

  １陳情第１５号 東電福一事故由来の放射性

物質による影響を知るため

の健康診断実施の陳情 

  ２陳情第４４号 施設使用料金に関する陳情 

（以上３月１５日不採択） 

  １陳情第５１号の２ 介護保険・障害者支援

用のレンタル車椅子の

改善を求める陳情 

（３月３０日不採択） 

５ その他の議決事項等 

令和２年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

令和３年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（以上２月２４日設置及び選任） 

令和２年度及び３年度予算審査特別委員会の

設置及び委員の選任 

（３月３０日設置及び選任） 

 

 

 


